
JP 4461775 B2 2010.5.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶したＩＣタグである監視タグを自身の部
材に備えた遊技機が、前記監視タグと非接触で通信することにより前記部材の移動の監視
を行う監視装置に接続した遊技機の監視システムであって、
前記監視システムは、
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶したＩＣタグである認証タグを備えた複
数の認証部材を備え、
前記監視装置は、
　前記ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、
　前記ＩＣタグから返送される反射波を受信する反射波受信手段と、
　前記監視タグの識別情報を前記監視タグが備えられている位置毎に記憶する監視識別情
報記憶手段と、
　前記呼出波送信手段が前記監視タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内に前記反
射波受信手段が前記監視タグから前記反射波を受信し、かつ、前記反射波に含まれる識別
情報が前記監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と一致する場合に正常と判断
する監視判断手段と、
　前記認証部材に備えられた前記認証タグの識別情報を複数の区分に分類して記憶する認
証識別情報記憶手段と、
　前記呼出波送信手段が前記認証タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内に前記反
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射波受信手段が前記認証タグから前記反射波を受信し、かつ、当該反射波に含まれている
識別情報が前記認証識別情報記憶手段に記憶されているいずれかの識別情報と一致する場
合に、前記認証タグが存在すると判断する認証判断手段と、
　当該認証判断手段で前記認証タグが存在すると判断した場合に、前記監視装置を認証状
態とする認証制御手段と
　を備え、
　前記認証識別情報記憶手段が記憶している前記認証タグの識別情報の区分には、遊技場
の責任者の区分である責任者区分、及び責任者以外の係員の区分である係員区分が少なく
とも設けられており、
　前記監視装置は、
　前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記呼出波送信手段で
前記呼出波を送信して前記監視判断手段で判断を行い、
　前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記監視判断手段で
判断を行わない、又は、前記呼出波送信手段から前記監視タグに前記呼出波を送信しない
ことにより、監視を行わないことを特徴とする監視システム。
【請求項２】
　前記監視装置が認証状態である場合に、当該監視装置を認証状態とした識別情報が、前
記認証識別情報記憶手段に記憶されるにあたって分類されている区分により、認証状態を
解除するタイミングが異なることを特徴とする請求項１に記載の監視システム。
【請求項３】
　前記監視装置は、前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前
記認証判断手段が前記認証タグが存在すると判断しなくなった際に認証状態を解除する第
１認証解除手段を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の監視システム。
【請求項４】
前記遊技機は、
　当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定するための機枠と、
　前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、
　遊技球が流下する遊技領域を保護するための前面枠と
　を備え、
前記監視装置は、
　前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから
所定時間以内に前記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいずれも開放されなかった場
合に認証状態を解除する第２認証解除手段と、
　前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから
所定時間以内に前記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいずれかが開放された後に、
前記機枠、前記本体枠、及び、前記前面枠の全てが閉じられた際に認証状態を解除する第
３認証解除手段と
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の監視システム。
【請求項５】
前記監視装置は、
　前記責任者区分の識別情報による認証状態が解除された際に、前記呼出波送信手段によ
り前記監視タグへ前記呼出波を送信する呼出波送信制御手段と、
　前記呼出波送信制御手段によって前記呼出波が送信され、前記監視タグから前記反射波
が返送された場合に、監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報を、前記監視タグ
から返送された前記反射波に含まれている識別情報に変更する監視識別情報変更手段と
　を備えたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の監視システム。
【請求項６】
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶したＩＣタグである監視タグを自身の部
材に備えた遊技機に接続し、前記監視タグと非接触で通信することにより前記部材の移動
の監視を行う監視装置であって、
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　前記ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、
　前記ＩＣタグから返送される反射波を受信する反射波受信手段と、
　前記監視タグの識別情報を前記監視タグが備えられている位置毎に記憶する監視識別情
報記憶手段と、
　前記呼出波送信手段が前記監視タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内に前記反
射波受信手段が前記監視タグから前記反射波を受信し、かつ、前記反射波に含まれる識別
情報が前記監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と一致する場合に正常と判断
する監視判断手段と、
　他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶したＩＣタグである認証タグを備えた複
数の認証部材に備えられた前記認証タグの識別情報を、複数の区分に分類して記憶する認
証識別情報記憶手段と、
　前記呼出波送信手段が前記認証タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内に前記反
射波受信手段が前記認証タグから前記反射波を受信し、かつ、当該反射波に含まれている
識別情報が前記認証識別情報記憶手段に記憶されているいずれかの識別情報と一致する場
合に、前記認証タグが存在すると判断する認証判断手段と、
　当該認証判断手段で前記認証タグが存在すると判断した場合に、前記監視装置を認証状
態とする認証制御手段と
　を備え、
　前記認証識別情報記憶手段が記憶している前記認証タグの識別情報の区分には、遊技場
の責任者の区分である責任者区分、及び責任者以外の係員の区分である係員区分が少なく
とも設けられており、
　前記監視装置は、
　前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記呼出波送信手段で
前記呼出波を送信して前記監視判断手段で判断を行い、
　前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記監視判断手段で
判断を行わないことを特徴とする監視装置。
【請求項７】
　前記監視装置が認証状態である場合に、当該監視装置を認証状態とした識別情報が、前
記認証識別情報記憶手段に記憶されるにあたって分類されている区分により、認証状態を
解除するタイミングが異なることを特徴とする請求項６に記載の監視装置。
【請求項８】
　前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記認証判断手段が
前記認証タグが存在すると判断しなくなった際に認証状態を解除する第１認証解除手段を
備えたことを特徴とする請求項６又は７に記載の監視装置。
【請求項９】
　前記遊技機は、当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定するための機枠
と、前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、遊技球が流下する遊技領域
を保護するための前面枠とを備えており、
前記監視装置は、
　前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから
所定時間以内に前記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいずれも開放されなかった場
合に認証状態を解除する第２認証解除手段と、
　前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから
所定時間以内に前記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいずれかが開放された後に、
前記機枠、前記本体枠、及び、前記前面枠の全てが閉じられた際に認証状態を解除する第
３認証解除手段と
　を備えたことを特徴とする請求項６乃至８のいずれかに記載の監視装置。
【請求項１０】
　前記責任者区分の識別情報による認証状態が解除された際に、前記呼出波送信手段によ
り前記監視タグへ前記呼出波を送信する呼出波送信制御手段と、
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　前記呼出波送信制御手段によって前記呼出波が送信され、前記監視タグから前記反射波
が返送された場合に、監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報を、前記監視タグ
から返送された前記反射波に含まれている識別情報に変更する監視識別情報変更手段と
　を備えたことを特徴とする請求項６乃至９のいずれかに記載の監視装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は監視システム及び監視装置に関し、詳細には、ＩＣタグにより遊技機の部材の
移動の監視を行う監視システム及び監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遊技機においては、遊技者が不当に遊技球を獲得する不正行為が後を絶たず、種
々の防止策が施されている。特に、遊技機の制御を司る制御基板の不正改造、例えば、不
正ＲＯＭへの交換を防止するために、制御基板を収納する基板ボックスには、様々な工夫
が施されている。例えば、基板ボックスに封印シールを設けたり、また、制御基板に触わ
れないように、基板ボックスを閉じるかしめ方向にのみ回転する封印ビスによって、基板
ボックスの開放を困難にしているものがある（例えば、特許文献１参照）。さらに、可動
接点を用いて基板ボックスの開閉を検出して、その検出信号を記憶して、発光ダイオード
により報知するようにしているものもある（例えば、特許文献２参照）。また、基板ボッ
クスの表面にＩＣタグを貼着し、ＩＤ読取装置からの送信要求に応じてＩＣタグからその
内部に記憶された識別情報をＩＤ読取装置に送信させ、識別情報を確認することにより、
基板ボックスごと制御基板がすり替えられたか否かを判断するようになっているものもあ
る（例えば、特許文献３参照）。
【０００３】
　しかし、封印シールを用いるものでは、基板ボックスを開放して不正ＲＯＭへの交換が
終了した後に、精巧な偽造封印シールを張られてしまうと基板ボックスが開閉されたか否
かを判断することは困難だった。また、封印ビスを用いるものでは、特殊な工具で強制的
に封印ビスを開放方向へ回して基板ボックスを開放して不正ＲＯＭへの交換が行われてし
まうことがあった。さらに、可動接点を用いて基板ボックスの開閉を検出するものでは、
基板ボックスは、通常透明の樹脂により形成されているために、基板ボックスの開閉を検
出する可動接点が用いられているのが目視により分かり、基板ボックスの隙間から、ピア
ノ線などを入れて可動接点が動かないようにされてしまい、基板ボックスの開閉を検出す
ることができなくなると言う問題点があった。さらに、上記の従来技術では、基板ボック
スが開閉されたか否かは、制御基板を目視しないと判断できないという問題点があり、こ
のような不正行為は夜間に行われることが多いが、遊技場に何百台とある遊技機を毎朝点
検確認するのは煩雑であった。
【０００４】
　そこで、本出願人は特願２００２－２３２１９３号で、遊技機の状態を監視する監視シ
ステム、遊技機及び装置管理システムを提案した。この出願では、遊技機の一種であるパ
チンコ機の基板ボックス開閉カバー及び大入賞口の開閉扉に監視用ＩＣタグ（監視タグ）
を各々取り付け、これらの監視タグと通信するリーダライタユニット（監視装置）が、適
時監視用ＩＣタグに呼出波を送信し、監視用ＩＣタグから予めＩＣタグ監視装置に記憶さ
れている監視用ＩＣタグのＩＤコードが含まれている反射波が返送されてくるか否かによ
り、部材の開閉を監視している。
【０００５】
　また、本出願人は特願２００２－３６３４１２号で、遊技機の開閉を行うための鍵に認
証用ＩＣタグ（認証タグ）を備え、監視タグと通信するリーダライタユニット（監視装置
）が認証状態である場合には、監視用ＩＣタグ（監視タグ）による監視結果を管理端末装
置（管理端末）で報知しないようにしている。
【特許文献１】特開平１０－２１６３２４号公報
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【特許文献２】特開平９－３４３６５号公報
【特許文献３】特開２０００－２８８２１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、鍵を使用可能な遊技場係員が遊技機を開閉し、不正な基板を遊技機に取
り付けたり、不正に入賞装置を開いたり、不正な遊技者に荷担したりすることがあるとい
う問題点がある。そこで、鍵を使用した人物を特定したり、鍵を使用する人物により行う
ことのできる作業に制限を持たせたりしたいが、全ての認証部材を同等に扱っていたり、
認証部材が１つしかない場合には、認証状態とした認証部材により制御を変えることがで
きず、また、認証状態とした人物を特定できないという問題点があった。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、複数の認証部材を備え、認
証状態としている認証部材の種類により異なる制御を行う監視システム及び監視装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の監視システムは、他のＩＣタグと区別する
ための識別情報を記憶したＩＣタグである監視タグを自身の部材に備えた遊技機が、前記
監視タグと非接触で通信することにより前記部材の移動の監視を行う監視装置に接続した
遊技機の監視システムであって、前記監視システムは、他のＩＣタグと区別するための識
別情報を記憶したＩＣタグである認証タグを備えた複数の認証部材を備え、前記監視装置
は、前記ＩＣタグを呼び出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、前記ＩＣタグから返送
される反射波を受信する反射波受信手段と、前記監視タグの識別情報を前記監視タグが備
えられている位置毎に記憶する監視識別情報記憶手段と、前記呼出波送信手段が前記監視
タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内に前記反射波受信手段が前記監視タグから
前記反射波を受信し、かつ、前記反射波に含まれる識別情報が前記監視識別情報記憶手段
に記憶されている識別情報と一致する場合に正常と判断する監視判断手段と、前記認証部
材に備えられた前記認証タグの識別情報を複数の区分に分類して記憶する認証識別情報記
憶手段と、前記呼出波送信手段が前記認証タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内
に前記反射波受信手段が前記認証タグから前記反射波を受信し、かつ、当該反射波に含ま
れている識別情報が前記認証識別情報記憶手段に記憶されているいずれかの識別情報と一
致する場合に、前記認証タグが存在すると判断する認証判断手段と、当該認証判断手段で
前記認証タグが存在すると判断した場合に、前記監視装置を認証状態とする認証制御手段
とを備え、前記認証識別情報記憶手段が記憶している前記認証タグの識別情報の区分には
、遊技場の責任者の区分である責任者区分、及び責任者以外の係員の区分である係員区分
が少なくとも設けられており、前記監視装置は、前記係員区分の識別情報により認証状態
となっている場合には、前記呼出波送信手段で前記呼出波を送信して前記監視判断手段で
判断を行い、前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記監視
判断手段で判断を行わない、又は、前記呼出波送信手段から前記監視タグに前記呼出波を
送信しないことにより、監視を行わない。
【０００９】
【００１０】
　また、請求項２に係る発明の監視システムでは、請求項１に記載の発明の構成に加えて
、前記監視装置が認証状態である場合に、当該監視装置を認証状態とした識別情報が、前
記認証識別情報記憶手段に記憶されるにあたって分類されている区分により、認証状態を
解除するタイミングが異なることを特徴とする構成となっている。
【００１１】
　また、請求項３に係る発明の監視システムでは、請求項１又は２に記載の発明の構成に
加えて、前記監視装置は、前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合に
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は、前記認証判断手段が前記認証タグが存在すると判断しなくなった際に認証状態を解除
する第１認証解除手段を備えたことを特徴とする構成となっている。
【００１２】
　また、請求項４に係る発明の監視システムでは、請求項１乃至３のいずれかに記載の発
明の構成に加えて、前記遊技機は、当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固
定するための機枠と、前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、遊技球が
流下する遊技領域を保護するための前面枠とを備え、前記監視装置は、前記係員区分の識
別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから所定時間以内に前記
機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいずれも開放されなかった場合に認証状態を解除
する第２認証解除手段と、前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には
、認証状態となってから所定時間以内に前記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいず
れかが開放された後に、前記機枠、前記本体枠、及び、前記前面枠の全てが閉じられた際
に認証状態を解除する第３認証解除手段とを備えたことを特徴とする構成となっている。
【００１３】
　また、請求項５に係る発明の監視システムでは、請求項１乃至４のいずれかに記載の発
明の構成に加えて、前記監視装置は、前記責任者区分の識別情報による認証状態が解除さ
れた際に、前記呼出波送信手段により前記監視タグへ前記呼出波を送信する呼出波送信制
御手段と、前記呼出波送信制御手段によって前記呼出波が送信され、前記監視タグから前
記反射波が返送された場合に、監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報を、前記
監視タグから返送された前記反射波に含まれている識別情報に変更する監視識別情報変更
手段とを備えたことを特徴とする構成となっている。
【００１４】
　また、請求項６に係る発明の監視装置は、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記
憶したＩＣタグである監視タグを自身の部材に備えた遊技機に接続し、前記監視タグと非
接触で通信することにより前記部材の移動の監視を行う監視装置であって、前記ＩＣタグ
を呼び出す呼出波を送信する呼出波送信手段と、前記ＩＣタグから返送される反射波を受
信する反射波受信手段と、前記監視タグの識別情報を前記監視タグが備えられている位置
毎に記憶する監視識別情報記憶手段と、前記呼出波送信手段が前記監視タグへ前記呼出波
を送信した後、所定時間以内に前記反射波受信手段が前記監視タグから前記反射波を受信
し、かつ、前記反射波に含まれる識別情報が前記監視識別情報記憶手段に記憶されている
識別情報と一致する場合に正常と判断する監視判断手段と、他のＩＣタグと区別するため
の識別情報を記憶したＩＣタグである認証タグを備えた複数の認証部材に備えられた前記
認証タグの識別情報を、複数の区分に分類して記憶する認証識別情報記憶手段と、前記呼
出波送信手段が前記認証タグへ前記呼出波を送信した後、所定時間以内に前記反射波受信
手段が前記認証タグから前記反射波を受信し、かつ、当該反射波に含まれている識別情報
が前記認証識別情報記憶手段に記憶されているいずれかの識別情報と一致する場合に、前
記認証タグが存在すると判断する認証判断手段と、当該認証判断手段で前記認証タグが存
在すると判断した場合に、前記監視装置を認証状態とする認証制御手段とを備え、前記認
証識別情報記憶手段が記憶している前記認証タグの識別情報の区分には、遊技場の責任者
の区分である責任者区分、及び責任者以外の係員の区分である係員区分が少なくとも設け
られており、前記監視装置は、前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合
には、前記呼出波送信手段で前記呼出波を送信して前記監視判断手段で判断を行い、前記
責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記監視判断手段で判断を
行わない。
【００１５】
【００１６】
　また、請求項７に係る発明の監視装置では、請求項６に記載の発明の構成に加えて、前
記監視装置が認証状態である場合に、当該監視装置を認証状態とした識別情報が、前記認
証識別情報記憶手段に記憶されるにあたって分類されている区分により、認証状態を解除
するタイミングが異なることを特徴とする構成となっている。
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【００１７】
　また、請求項８に係る発明の監視装置では、請求項６又は７に記載の発明の構成に加え
て、前記責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、前記認証判断手段
が前記認証タグが存在すると判断しなくなった際に認証状態を解除する第１認証解除手段
を備えたことを特徴とする構成となっている。
【００１８】
　また、請求項９に係る発明の監視装置では、請求項６乃至８のいずれかに記載の発明の
構成に加えて、前記遊技機は、当該遊技機を設置する遊技機設置台に前記遊技機を固定す
るための機枠と、前記遊技機の本体を前記機枠に設置するための本体枠と、遊技球が流下
する遊技領域を保護するための前面枠とを備えており、前記監視装置は、前記係員区分の
識別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから所定時間以内に前
記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のいずれも開放されなかった場合に認証状態を解
除する第２認証解除手段と、前記係員区分の識別情報により認証状態となっている場合に
は、認証状態となってから所定時間以内に前記機枠、前記本体枠、又は、前記前面枠のい
ずれかが開放された後に、前記機枠、前記本体枠、及び、前記前面枠の全てが閉じられた
際に認証状態を解除する第３認証解除手段とを備えたことを特徴とする構成となっている
。
【００１９】
　また、請求項１０に係る発明の監視装置では、請求項６乃至９のいずれかに記載の発明
の構成に加えて、前記区分のうちの少なくとも１つの区分に分類される識別情報による認
証状態が解除された際に、前記呼出波送信手段により前記監視タグへ前記呼出波を送信す
る呼出波送信制御手段と、監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報を、前記監視
タグから返送された前記反射波に含まれている識別情報に変更する監視識別情報変更手段
とを備えたことを特徴とする構成となっている。
【発明の効果】
【００２０】
　請求項１に係る発明の監視システムでは、複数の認証部材に備えられた認証タグは、Ｉ
Ｃタグであり、他のＩＣタグと区別するための識別情報を記憶することができる。また、
監視装置の呼出波送信手段はＩＣタグを呼び出す呼出波を送信し、反射波受信手段はＩＣ
タグから返送される反射波を受信し、監視識別情報記憶手段は監視タグの識別情報を監視
タグが備えられている位置毎に記憶し、監視判断手段は呼出波送信手段が監視タグへ呼出
波を送信した後、所定時間以内に反射波受信手段が監視タグから反射波を受信し、かつ、
反射波に含まれる識別情報が監視識別情報記憶手段に記憶されている識別情報と一致する
場合に正常と判断し、認証識別情報記憶手段は認証部材に備えられた認証タグの識別情報
を複数の区分に分類して記憶し、認証判断手段は呼出波送信手段が認証タグへ呼出波を送
信した後、所定時間以内に反射波受信手段が認証タグから反射波を受信し、かつ、反射波
に含まれている識別情報が認証識別情報記憶手段に記憶されているいずれかの識別情報と
一致する場合に、認証タグが存在すると判断し、認証制御手段は認証判断手段で認証タグ
が存在すると判断した場合に、監視装置を認証状態とすることができる。そして、監視装
置は、係員区分の識別情報により認証状態となっている場合には、呼出波を送信して監視
を行い、責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、監視を行わないよ
うにできる。したがって、遊技者の不正および作業者の作業を監視しつつ、責任者区分の
識別情報を持つ認証部材のみを、監視判断手段による判断結果が監視情報として記憶され
たり、判断結果が報知されたりすることがないような特別な認証部材とすることができる
。
【００２１】
【００２２】
　また、請求項２に係る発明の監視システムでは、請求項１に記載の発明の効果に加えて
、監視装置が認証状態である場合に、監視装置を認証状態とした識別情報が、認証識別情
報記憶手段に記憶されるにあたって分類されている区分により、認証状態を解除するタイ
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ミングを異ならせることができる。したがって、認証部材の種類により認証状態を解除す
るタイミングを異ならせることができるので、例えば、監視タグが備えられている部材の
交換や登録されている識別情報の変更、追加、削除などの重要な作業を行うことができる
認証部材では、認証部材を監視装置が認識できなくなったらすぐに認証状態を解除するよ
うにできる。また、遊技媒体の詰まりを取り除くための作業など特別重要でない作業のみ
しか行うことができない認証部材であれば、認証部材を監視装置が認識できなくなっても
所定期間や、所定の処理が行われるまでは認証状態を継続させることができる。
【００２３】
　また、請求項３に係る発明の監視システムでは、請求項１又は２に記載発明の効果に加
えて、監視装置の第１認証解除手段は、責任者区分の識別情報により認証状態となってい
る場合には、認証判断手段が認証タグが存在すると判断しなくなった際に認証状態を解除
することができる。したがって、この認証部材を使用している場合には、監視装置の前か
ら認証部材を持ち去ってしまったり、通信可能場所から外れてしまったりして、その認証
部材が監視装置と通信不能な距離になった場合には、認証状態が解除される。よって、こ
の種類の認証部材を使用する場合には、継続して認証部材を通信可能場所に保持している
必要があるので、特定の係員や店長等の責任者のみが行うことができるような重要な作業
を行うことができる認証部材の認証状態を解除する場合に有効である。
【００２４】
　また、請求項４に係る発明の監視システムでは、請求項１乃至３のいずれかに記載の発
明の効果に加えて、遊技機の機枠は、遊技機を設置する遊技機設置台に遊技機を固定し、
本体枠は遊技機の本体を機枠に設置し、前面枠は遊技球が流下する遊技領域を保護するこ
とができる。また、監視装置の第２認証解除手段は、係員区分の識別情報により認証状態
となっている場合には、認証状態となってから所定時間以内に機枠、本体枠、又は、前面
枠のいずれも開放されなかった場合に認証状態を解除し、第３認証解除手段は、係員区分
の識別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから所定時間以内に
機枠、本体枠、又は、前面枠のいずれかが開放された後に、機枠、本体枠、及び、前面枠
の全てが閉じられた際に認証状態を解除することができる。したがって、係員区分の識別
情報を記憶した認証タグを備えた認証部材を使用している場合には、遊技機を認証状態と
してから、所定時間以内に機枠、本体枠、又は、前面枠のいずれかを開放すれば、これら
の枠全てを閉じるまでは認証状態となっている。よって、機枠、本体枠、又は、前面枠の
開放中に認証部材を通信可能位置からはずしてしまっても、認証状態とし続けることがで
きる。したがって、一度に複数の遊技機の作業を行いたい場合に有効である。
【００２５】
　また、請求項５に係る発明の監視システムでは、請求項１乃至４のいずれかに記載の発
明の効果に加えて、監視装置の呼出波送信制御手段は、責任者区分の識別情報による認証
状態が解除された際に、呼出波送信手段により監視タグへ呼出波を送信する。その結果、
監視タグから反射波が返送されると、監視識別情報変更手段は、監視識別情報記憶手段に
記憶されている識別情報を、監視タグから返送された反射波に含まれている識別情報に変
更することができる。したがって、責任者区分の認証部材が使用されて認証状態となった
場合には、その認証状態が解除された際に監視タグ用の識別情報が変更されるので、監視
タグを備えた装置を交換した場合には、監視タグ用の識別情報の変更を簡単に行うことが
できる。
【００２６】
　また、請求項６に係る発明の監視装置は、呼出波送信手段はＩＣタグを呼び出す呼出波
を送信し、反射波受信手段はＩＣタグから返送される反射波を受信し、監視識別情報記憶
手段は監視タグの識別情報を監視タグが備えられている位置毎に記憶し、監視判断手段は
呼出波送信手段が監視タグへ呼出波を送信した後、所定時間以内に反射波受信手段が監視
タグから反射波を受信し、かつ、反射波に含まれる識別情報が監視識別情報記憶手段に記
憶されている識別情報と一致する場合に正常と判断し、認証識別情報記憶手段は他のＩＣ
タグと区別するための識別情報を記憶したＩＣタグである認証タグを備えた複数の認証部
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材に備えられた認証タグの識別情報を、複数の区分に分類して記憶し、認証判断手段は呼
出波送信手段が認証タグへ呼出波を送信した後、所定時間以内に反射波受信手段が認証タ
グから反射波を受信し、かつ、反射波に含まれている識別情報が認証識別情報記憶手段に
記憶されているいずれかの識別情報と一致する場合に、認証タグが存在すると判断し、認
証制御手段は認証判断手段で認証タグが存在すると判断した場合に、監視装置を認証状態
とすることができる。そして、監視装置は、係員区分の識別情報により認証状態となって
いる場合には、呼出波を送信して監視を行い、責任者区分の識別情報により認証状態とな
っている場合には、監視を行わないようにできる。したがって、監視装置は、遊技者の不
正および作業者の作業を監視しつつ、責任者区分の識別情報を持つ認証部材のみを、監視
判断手段による判断結果が監視情報として記憶されたり、判断結果が報知されたりするこ
とがないような特別な認証部材とすることができる。
【００２７】
【００２８】
　また、請求項７に係る発明の監視装置では、請求項６に記載の発明の効果に加えて、監
視装置が認証状態である場合に、監視装置を認証状態とした識別情報が、認証識別情報記
憶手段に記憶されるにあたって分類されている区分により、認証状態を解除するタイミン
グが異なるようにできる。したがって、認証部材の種類により認証状態を解除するタイミ
ングを異ならせることができるので、例えば、監視タグが備えられている部材の交換や登
録されている識別情報の変更、追加、削除などの重要な作業を行うことができる認証部材
では、認証部材を監視装置が認識できなくなったらすぐに認証状態を解除するようにでき
る。また、遊技媒体の詰まりを取り除くための作業など特別重要でない作業のみしか行う
ことができない認証部材であれば、認証部材を監視装置が認識できなくなっても所定期間
や、所定の処理が行われるまでは認証状態を継続させることができる。
【００２９】
　また、請求項８に係る発明の監視装置では、請求項６又は７に記載の発明の効果に加え
て、第１認証解除手段は、責任者区分の識別情報により認証状態となっている場合には、
認証判断手段が認証タグが存在すると判断しなくなった際に認証状態を解除することがで
きる。したがって、この認証部材を使用している場合には、監視装置の前から認証部材を
持ち去ってしまったり、通信可能場所から外れてしまったりして、その認証部材が監視装
置と通信不能な距離になった場合には、認証状態が解除される。よって、この種類の認証
部材を使用する場合には、継続して認証部材を通信可能場所に保持している必要があるの
で、特定の係員や店長等の責任者のみが行うことができるような重要な作業を行うことが
できる認証部材の認証状態を解除する場合に有効である。
【００３０】
　また、請求項９に係る発明の監視装置では、請求項６乃至８のいずれかに記載の発明の
効果に加えて、監視装置の第２認証解除手段は、係員区分の識別情報により認証状態とな
っている場合には、認証状態となってから所定時間以内に機枠、本体枠、又は、前面枠の
いずれも開放されなかった場合に認証状態を解除し、第３認証解除手段は、係員区分の識
別情報により認証状態となっている場合には、認証状態となってから所定時間以内に機枠
、本体枠、又は、前面枠のいずれかが開放された後に、機枠、本体枠、及び、前面枠の全
てが閉じられた際に認証状態を解除することができる。したがって、係員区分の識別情報
を記憶した認証タグを備えた認証部材を使用している場合には、遊技機を認証状態として
から、所定時間以内に機枠、本体枠、又は、前面枠のいずれかを開放すれば、これらの枠
全てを閉じるまでは認証状態となっている。よって、機枠、本体枠、又は、前面枠の開放
中に認証部材を通信可能位置からはずしてしまっても、認証状態とし続けることができる
。したがって、一度に複数の遊技機の作業を行いたい場合に有効である。
【００３１】
　また、請求項１０に係る発明の監視装置では、請求項６乃至９のいずれかに記載の発明
の効果に加えて、呼出波送信制御手段は、責任者区分の識別情報による認証状態が解除さ
れた際に、呼出波送信手段により監視タグへ呼出波を送信する。その結果、監視タグから
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反射波が返送されると、監視識別情報変更手段は、監視識別情報記憶手段に記憶されてい
る識別情報を、監視タグから返送された反射波に含まれている識別情報に変更することが
できる。したがって、責任者区分の認証部材が使用されて認証状態となった場合には、そ
の認証状態が解除された際に監視タグ用の識別情報が変更されるので、監視タグを備えた
装置を交換した場合には、監視タグ用の識別情報の変更を簡単に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して以下の順で説明する。
1.システム構成の概要説明
2.パチンコ機１及びリーダライタユニット３０の説明
3.監視場所の説明
4.ＩＣタグの説明
5.ＲＡＭ３４の説明
6.管理端末３００の説明
7.監視処理の説明
8.管理端末３００の処理の説明
9.実施の形態と請求項との対比
10.変形例の説明
【００３３】
1.システム構成の概要説明
　図１は、本実施の形態の監視システムの構成図である。遊技場内では、複数台のパチン
コ機１を背中合わせに２列に並べて遊技機設置島２００が形成されており、各々のパチン
コ機１にはパチンコ機１の部材の監視を行うリーダライタユニット（以下、「Ｒ／Ｗユニ
ット」と称する。）３０が接続しており、Ｒ／Ｗユニット３０にはカードホルダ９０が接
続している。さらに、パチンコ機１に接続しているＲ／Ｗユニット３０が店内ネットワー
ク１５０を介して管理端末３００に接続される構成となっている。尚、本実施形態の監視
システムでは、パチンコ機１に備えられたＲ／Ｗユニット３０が「監視装置」に該当し、
管理端末３００が「管理端末」に該当する。
【００３４】
　尚、パチンコ機１には、監視を行う場所に監視タグ８６が備えられ、正常に設置されて
いる場合に監視タグ８６と通信可能な位置に監視アンテナ６８が備えられている（図２参
照）。そして、監視アンテナ６８が継続的に監視タグ８６へ呼出波を送信し、監視タグ８
６から反射波が返送され、その反射波に含まれているＩＤコードが予めその監視タグ８６
が設置されている監視場所のＩＤコードとしてＲ／Ｗユニット３０に登録されているＩＤ
コードと一致するか否かの判断が行われる。登録されているＩＤコードと一致するＩＤコ
ードを含む反射波が返送されてきた場合には、監視タグ８６が設置されている部材が正常
な位置に存在すると判断される。つまり、通常は、監視タグ８６と通信しており、監視タ
グ８６から反射波が返送されてこなかったり、反射波が返送されてきてもＩＤコードが登
録されていないものであったりした場合が異常な状態となる。尚、本実施の形態では、監
視タグ８６は機枠１１２、前面枠１１１及び主基板ボックス８１の３箇所に備えられてい
るが、具体的な設置場所については図２及び図３を参照して後述する。
【００３５】
　また、監視の結果、異常が発生したり、異常が回復したりした場合には、その情報が監
視情報としてＲ／Ｗユニット３０のＲＡＭ３４（図５、図１０、図１３参照）に記憶され
る。カードホルダ９０においてランプ９５（図４参照）を点灯させることにより異常が発
生したことが報知され、遊技場内で係員が異常発生に対応することができる。また、監視
情報は管理端末３００へ送信され、管理端末３００においても異常の発生や回復が報知さ
れる。尚、管理端末３００は店内ネットワーク１５０に接続している全てのパチンコ機１
の監視情報を収集し、蓄積する。
【００３６】
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　また、本実施の形態の監視システムでは、「認証部材」及び「認証タグ」としてカード
キー９１が使用される。このカードキー９１は、ＩＣチップ及びアンテナが埋め込まれた
カード型のＩＣタグであり（図４参照）、本実施の形態では、店長等の責任者のみが使用
するマスタカードキー９１ａと、責任者以外の遊技場係員が使用するシフトカードキー９
１ｂに分類される。マスタカードキー９１ａは責任者１人が１つだけ所有し、シフトカー
ドキー９１ｂは、全ての遊技場係員が各々１枚ずつ所有する。尚、カードホルダ９０はこ
のカードキー９１をセットするものであり、遊技機設置島において、パチンコ機１の正面
側からカードキー９１をセット可能な位置、例えば、パチンコ機１とパチンコ機１との間
や、パチンコ機１の上部に備えられている。
【００３７】
　そして、本実施の形態では、認証アンテナ９２が継続的に呼出波を送信しており、カー
ドキー９１から反射波が返送され、その反射波に含まれているＩＤコードが予めＲ／Ｗユ
ニット３０に登録されているＩＤコードのいずれかと一致する場合には、カードキー９１
が差し込まれているとＲ／Ｗユニット３０が認識する。したがって、監視タグ８６とは異
なり、通常、カードキー９１はＲ／Ｗユニット３０で認識されていない。
【００３８】
　Ｒ／Ｗユニット３０がカードキー９１を認識するとＲ／Ｗユニット３０が「認証状態」
とされる。マスタカードキー９１ａによる認証状態を「責任者モードの認証状態」と呼び
、シフトカードキー９１ｂによる認証状態を「係員モードの認証状態」と呼ぶこととし、
この認証状態のモードの違いにより、Ｒ／Ｗユニット３０では異なる制御を行う。「責任
者モードの認証状態」では、監視アンテナ６８から呼出波の送信を行わず、監視を行わな
い。また、「係員モードの認証状態」では、監視アンテナ６８から呼出波の送信を行い、
異常が発生した場合には監視情報を記憶し、管理端末へ監視情報を送信する。そして、管
理端末３００では受信した監視情報を記憶し、報知を行う。尚、認証状態を解除するタイ
ミングは、「責任者モードの認証状態」と「係員モードの認証状態」とで異なり、これに
ついては認証処理（図１９参照）を説明する際に後述する。
【００３９】
2.パチンコ機１及びＲ／Ｗユニット３０の説明
　次に、図２乃至図５を参照してパチンコ機１の構造、パチンコ機１に備えられたＲ／Ｗ
ユニット３０について説明する。図２は、パチンコ機１の前面枠１１１及び本体枠１１０
を開いた状態をパチンコ機１の前面から見た斜視図であり、図３はパチンコ機１の背面図
であり、図４は、カードキー９１及びカードホルダ９０の斜視図である。また、図５は、
パチンコ機１及びパチンコ機１に接続しているＲ／Ｗユニット３０の電気的構成を示すブ
ロック図である。
【００４０】
　図２に示すように、パチンコ機１は、機枠１１２と、本体枠１１０と、前面枠１１１と
から構成されている。機枠１１２は、パチンコ機１を遊技機設置島２００に固定するため
のものである。また、本体枠１１０には、パチンコ機１の制御を司る種々の基板、図示外
の発射機に遊技球を供給し、かつ、賞品球を受ける上皿５、賞品球を受ける下皿６、遊技
球を発射するための発射ハンドル７から成る本体１１３及び遊技盤２がはめ込まれている
。種々の基板は、本体枠１１０の背面に備えられている。また、略正方形の遊技盤２は、
本体１１３の正面の上半分の部分に設けられ、遊技盤２の下方部には上皿５が設けられ、
上皿５の直下には下皿６が設けられ、下皿６の右横には発射ハンドル７が設けられている
。そして、前面枠１１１は、透明なガラス板１１１ａを保持し、遊技盤２を保護のため覆
っている。また、遊技盤２には、ガイドレール３で囲まれた略円形の遊技領域４が設けら
れており、発射ハンドル７を操作することにより発射された遊技球がガイドレール３に導
かれて、遊技領域４へ侵入し、流下する。尚、遊技領域４の下部には、大入賞装置１６が
設けられ、さらに、種々の入賞装置、電飾ランプ、風車、障害釘及び図柄表示装置等が設
けられている。
【００４１】
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　また、本体枠１１０には鍵穴１２０が設けられた施錠装置を備えており、鍵を挿入し、
鍵１２１を左方向へ回転させると前面枠１１１が手前に開き、鍵１２１を右方向へ回転さ
せると本体枠１１０が手前に開くように構成されている。
【００４２】
　次に、図３を参照して、パチンコ機１の背面の構造について説明する。図３に示すよう
に、パチンコ機１の左下部背面には、パチンコ機１の主制御を司る主基板４１を収納した
透明な樹脂製の主基板ボックス８１が設けられ、主基板ボックス８１の右隣には音基板４
３が、音基板４３の右隣上方には電源基板４２がそれぞれ透明な樹脂製のボックスに収め
られ、その下方には払出制御基板４５が透明な樹脂製の払出制御基板ボックス８２に収め
られて配置されている。さらに、主基板ボックス８１の上方には、遊技盤の裏面を保護し
、各種配線を覆うセンターカバー８０が配置され、そのセンターカバー８０の外側には、
Ｒ／Ｗ基板３１を収納したＲ／Ｗユニット３０が設置されている。尚、Ｒ／Ｗユニット３
０の電源は、電源基板４２からではなく遊技機設置島２００の電源装置（図示外）から供
給されている。
【００４３】
　次に、図４を参照してカードホルダ９０の外観について説明する。カードホルダ９０は
略立方体形状をしており、上面には開口部９０ａを設けている。そして、開口部９０ａか
ら垂直に数センチの深さの挿入穴９０ｂが設けられている。尚、この挿入穴９０ｂの深さ
は、カードキー９１の長手方向の長さよりも数センチ短くなっており、カードキー９１を
抜き差しできるようになっている。また、開口部９０ａの長手方向は、カードキー９１の
短手方向よりも数ミリ長く、開口部９０ａの短手方向は、カードキー９１の厚みよりも１
ミリ程度長く設計されており、カードキー９１を挿入可能な広さとなっており、カードキ
ー９１を挿入穴９０ｂへ挿入可能な形状となっている。また、挿入穴９０ｂにおける、開
口部９０ａの長手方向の辺から下りる面のいずれか一方には、カードキー９１と通信を行
うための認証アンテナ９２が備えられている。図４に示す例では、図４における手前側の
面に認証アンテナ９２が備えられている。さらに、カードホルダ９０の外側の遊技場係員
の目を引きやすい位置、例えば、パチンコ機１の上部やパチンコ機１とパチンコ機１の間
に設置した際に、通路側に配置される側面に、パチンコ機１に異常が発生していることを
示すランプ９５が設けられている。尚、この認証アンテナ９２及びランプ９５は図示外の
ケーブルでＲ／Ｗユニット３０のＲ／Ｗ基板３１に接続している。
【００４４】
　次に、図５を参照して、パチンコ機１及びパチンコ機１に接続したＲ／Ｗユニット３０
の主な構成要素の電気的構成について説明する。パチンコ機１には、主基板４１、電源基
板４２、音基板４３、図柄表示基板４４、払出制御基板４５、電飾基板４６、中継基板４
７、発射基板６６、サブ統合基板５８等が設けられている。主基板４１には、各種の演算
処理を行うＣＰＵ５１が設けられており、フラグやカウンタ値やデータを記憶するＲＡＭ
５２と、制御プログラム及び各種の初期値のデータや図柄表示装置（図示外）への表示内
容のデータ等を記憶したＲＯＭ５３とが接続している。また、ＣＰＵ５１は、Ｉ／Ｏイン
タフェイス５４に接続しており、Ｉ／Ｏインタフェイス５４には、Ｒ／Ｗユニット３０へ
データを引き渡すための出力ポート５５、サブ統合基板５８、払出制御基板４５、中継基
板４７が接続している。さらに、サブ統合基板５８には図柄表示基板４４、電飾基板４６
、音基板４３が接続され、払出制御基板４５には発射基板６６が接続されている。電源基
板４２は遊技機設置島に備えられた電源から電源供給を受けており、主基板４１、サブ統
合基板５８、払出制御基板４５、発射基板６６に電源供給を行っている。
【００４５】
　また、Ｒ／Ｗユニット３０には、Ｒ／Ｗ基板３１が備えられており、Ｒ／Ｗ基板３１に
はＲ／Ｗユニット３０の制御を司るＣＰＵ３２が設けられている。ＣＰＵ３２はフラグや
データ等を一時的に記憶するＲＡＭ３４、制御プログラム及び各種の初期値のデータ等を
記憶したＲＯＭ３３が内蔵されている。そして、ＣＰＵ３２には、監視情報等を記憶する
ＥＥＰＲＯＭ３５、監視タグ８６ａ，監視タグ８６ｂ，監視タグ８６ｃへ呼出波を送信し
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、反射波を受信するためのＲａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ回路（以下、ＲＦ回路と称す
る）３８、パチンコ機１の主基板４１の出力ポート５５と接続する入力ポート３９、時間
管理を行うＲＴＣ７１、Ｉ／Ｏインタフェイス３７が接続している。Ｉ／Ｏインタフェイ
ス３７には、管理端末３００に接続するための店内ネットワーク１５０に接続する通信回
路３６が接続されている。さらに、ＲＦ回路３８には、カードキー９１と通信するための
認証アンテナ９２も接続されている。また、Ｉ／Ｏインタフェイス３７にはパチンコ機１
で異常が発生していることを示すランプ９５が接続している。尚、この認証アンテナ９２
及びランプ９５は、カードホルダ９０（図４参照）に備えられている。
【００４６】
　また、ＲＦ回路３８には、監視タグ８６ａ，８６ｂ，８６ｃと通信するための監視アン
テナ６８ａ，６８ｂ，６８ｃが接続されている。そして、パチンコ機１の各監視場所には
監視タグ８６ａ，８６ｂ，８６ｃが貼り付けられており、各監視タグ８６ａ，８６ｂ，８
６ｃと通信可能な位置に監視アンテナ６８ａ，６８ｂ，６８ｃが設置されている。尚、監
視アンテナ６８ａは監視タグ８６ａと通信をし、監視アンテナ６８ｂは監視タグ８６ｂと
通信をし、監視アンテナ６８ｃは監視タグ８６ｃと通信をする。
【００４７】
3.監視場所の説明
　次に、図２、図３、図６を参照して、監視タグ８６ａ，８６ｂ，８６ｃが備えられてい
る監視場所について説明する。図６は、主基板ボックス８１の斜視図である。
【００４８】
　監視場所は、主基板４１が収容されている主基板ボックス８１（監視場所１）、本体枠
１１０と機枠１１２（監視場所２）、前面枠１１１と本体枠１１０（監視場所３）の３箇
所であり、その開閉が監視されている。尚、監視場所１である主基板ボックス８１を監視
するために、監視タグ８６ａ及び監視アンテナ６８ａが使用され、監視場所２である本体
枠１１０と機枠１１２を監視するために、監視タグ８６ｂ及び監視アンテナ６８ｂが使用
され、監視場所３である前面枠１１１と本体枠１１０を監視するために、監視タグ８６ｃ
及び監視アンテナ６８ｃが使用される。
【００４９】
　図３に示すように、主基板ボックス８１の図３における正面視右下の内面には監視タグ
８６ａが貼り付けられている。ここで、図６を参照して主基板ボックス８１の監視につい
て説明する。図６に示すように、主基板ボックス８１は、透明な樹脂製の平面視略長方形
の上蓋部８１ａと、同じく透明な樹脂製の平面視略長方形の下蓋部８１ｃとから構成され
ている。また、上蓋部８１ａに対向する下蓋部８１ｃ上には、パチンコ機１の主制御を司
る主基板４１が配置されている。そして、上蓋部８１ａの裏面側には、小型で長方形の監
視タグ８６ａが接着剤等で接着されている。主基板４１の右下端部には、切り欠きが設け
られ、その切り欠き位置には監視タグ８６ａと電磁波によるＲＦ送受信を行うためのコイ
ル状の監視アンテナ６８ａが下蓋部８１ｃに設けられ、監視アンテナ６８ａは同軸ケーブ
ルによりＲ／Ｗ基板３１に接続されている。
【００５０】
　また、図２に示すように、機枠１１２の図２における右枠の内面には監視タグ８６ｂが
貼り付けられており、本体１１３の右側面には監視アンテナ６８ｂが備えられている。ま
た、前面枠１１１と本体枠１１０とが閉じられた状態での前面枠１１１の正面視右上の裏
面（本体枠１１０と向き合う面）には、監視タグ８６ｃが貼り付けられており、本体枠１
１０の上枠の表面（前面枠１１１と向き合う面）には、監視アンテナ６８ｃが備えられて
いる。そして、監視タグ８６ｂと監視アンテナ６８ｂは、本体枠１１０と機枠１１２とが
閉じられた場合に向き合う位置に配置されており、監視タグ８６ｃと監視アンテナ６８ｃ
は、前面枠１１１と本体枠１１０とが閉じられた場合に向き合う位置に配置されている。
【００５１】
4.ＩＣタグの説明
　次に、図４、図７乃至図９を参照してＩＣタグについて説明する。本実施の形態では、
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監視場所に設置する監視タグ８６及びカード型のＩＣタグであるカードキー９１の２種類
のＩＣタグが用いられている。図７は、監視タグ８６の平面図であり、図８は、監視タグ
８６の電気的回路構成を示すブロック図である。図９は、「認証タグ」であるカードキー
９１の電気的構成を示すブロック図である。
【００５２】
　監視タグ８６は、図７に示すように、薄いフレキシブルプリント基板上にアンテナ８６
２及びＩＣチップ８６４が設けられている。尚、監視タグ８６ａ，８６ｂ，８６ｃは同様
の構造をしている。
【００５３】
　また、カードキー９１は、図４に示すように、約５４ｍｍ×約８６ｍｍの略長方形の薄
い板であり、クレジットカードやキャッシュカードのような形状をしており、２枚の薄い
プラスチック樹脂にアンテナ９１２及びＩＣチップ９１４が挟み込まれている。
【００５４】
　次に、図８を参照して、監視タグ８６の電気的構成について説明する。図８に示すよう
に、監視タグ８６には、ＲＦ回路８６１及びＥＥＰＲＯＭ８６３を備えたＩＣチップ８６
４と、アンテナ８６２とが搭載されている。尚、アンテナ８６２は、Ｒ／Ｗユニット３０
の監視アンテナ６８から送信される呼出波を受信し、反射波を送信する。また、ＥＥＰＲ
ＯＭ８６３には、監視タグ８６を他の監視タグから識別するための識別情報であるＩＤコ
ードが上書消去禁止区域に記憶されている。尚、Ｒ／Ｗユニット３０から呼出波が送られ
てくると、アンテナ８６２がこれを受信するが、この呼出波には搬送波成分が含まれてお
り、これを受信してＲＦ回路８６１で整流して直流電圧を得る。したがって、監視タグ８
６は、電池や外部電源を使用せずに必要な時にいつでもデータを発信することができる。
データの発信は、ＥＥＰＲＯＭ８６３からＩＤコードを読み出して反射波に乗せ、ＲＦ回
路８６１からアンテナ８６２を介して監視アンテナ６８に向けて送信する。
【００５５】
　尚、本実施形態において、監視タグ８６と監視アンテナ６８は、１３．５６ＭＨｚの短
波帯で通信を行っている。この周波数での通信はノイズによる影響を比較的受けにくいの
で、パチンコ機１の設置環境に適している。監視アンテナ６８と監視タグ８６との距離は
、上蓋部８１ａと下蓋部８１ｃを組み付けた状態、前面枠１１１と本体枠１１０とを閉じ
た状態、本体枠１１０と機枠１１２とを閉じた状態で約３ｍｍになるように配置されてい
る。この距離間ではＲＦ送受信が可能であり監視アンテナ６８を介したＲ／Ｗユニット３
０からの呼び出しに監視タグ８６が応答することができ、監視アンテナ６８と監視タグ８
６との距離が約５ｍｍを超えると通信不能となるように設定されている。この通信可能距
離は、監視アンテナ６８のコイルの巻き数やリアクタンス値により調節が可能である。こ
のように通信可能距離を設定することにより、上蓋部８１ａや各枠間のわずかな（２ｍｍ
以上）開放であっても検知することができ、また、振動等によるわずかな揺れでは通信不
能とならないように調整されている。尚、上述したように、この周波数帯での通信はノイ
ズによる影響を比較的受けにくいが、他の電磁波を使用する部材からのノイズの影響によ
る誤動作を少しでも防ぐために、監視タグ８６や監視アンテナ６８は、ソレノイドを使用
している賞品払出装置や発射モータから離した位置に配置している。
【００５６】
　次に、図９を参照して、カードキー９１の電気的構成について説明する。図９に示すよ
うに、カードキー９１には、監視タグ８６と同様に、ＲＦ回路９１１及びＥＥＰＲＯＭ９
１３を備えたＩＣチップ９１４と、アンテナ９１２とが搭載されている。尚、アンテナ９
１２は認証アンテナ９２から送信される呼出波を受信し、反射波を送信する。また、ＥＥ
ＰＲＯＭ９１３には、カードキー９１を他のＩＣタグと識別するための識別情報であるＩ
Ｄコードが上書消去禁止区域に記憶されている。また、カードキー９１においても、監視
タグ８６と同様に、搬送波成分が含まれている呼出波を受信してＲＦ回路９１１で整流し
て直流電圧を得る。したがって、カードキー９１も電池や外部電源を使用せずに必要な時
にいつでもデータを発信することができる。尚、カードキー９１と認証アンテナ９２との
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通信も、監視タグ８６と監視アンテナ６８との通信と同様に、１３．５６ＭＨｚの短波帯
で行われている。
【００５７】
5.ＲＡＭ３４の説明
　次に、図１０乃至図１２を参照して、ＲＡＭ３４の記憶エリアについて説明する。図１
０は、Ｒ／Ｗユニット３０のＲＡＭ３４の概念図であり、図１１は、認証ＩＤ記憶エリア
３４１の概念図であり、図１２は、認証情報記憶エリア３４３の概念図であり、図１３は
、１日分の監視情報が記憶されているＲ／Ｗ基板３１のＲＡＭ３４の監視情報記憶エリア
３４４の概念図である。
【００５８】
　まず、図１０を参照してＲＡＭ３４に設けられている各種記憶エリアについて説明する
。図１０に示すように、ＲＡＭ３４には認証ＩＤ記憶エリア３４１、監視ＩＤ記憶エリア
３４２、認証情報記憶エリア３４３、監視情報記憶エリア３４４、フラグ記憶エリア３４
５及び認証中ＩＤコード記憶エリア３４６が設けられている。認証ＩＤ記憶エリア３４１
には使用できるカードキー９１のＩＤコードが記憶されており（図１１参照）、監視ＩＤ
記憶エリア３４２には、監視場所毎にそこに備えられている監視タグのＩＤコードが記憶
されている。そして、認証情報記憶エリア３４３には、Ｒ／Ｗユニット３０が認証状態と
なったり、認証状態が解除されたりした時刻やカードキー９１のＩＤコードが記憶されて
おり（図１２参照）、監視情報記憶エリア３４４には１日分の監視情報が記憶されている
（図１３参照）。また、フラグ記憶エリア３４５には、監視基本処理（図１８乃至図２２
参照）で使用される種々のフラグが記憶され、認証中ＩＤコード記憶エリア３４６には、
Ｒ／Ｗユニット３０を認証状態としているカードキー９１のＩＤコードが記憶される。尚
、ＲＡＭ３４には図示外の記憶エリアが備えられている。
【００５９】
　次に、図１１を参照して、カードキー９１の「識別情報」であるＩＤコードが記憶され
ている認証ＩＤ記憶エリア３４１について説明する。図１１は、認証ＩＤ記憶エリア３４
１の概念図である。認証ＩＤ記憶エリア３４１は、Ｒ／Ｗ基板３１のＲＡＭ３４に設けら
れており、Ｒ／Ｗユニット３０で認証することができるカードキー９１のＩＤコードが登
録されている。図１１に示すように、認証ＩＤ記憶エリア３４１には、ＩＤコード欄及び
区分欄が設けられており、ＩＤコードに対応して区分が記憶されている。この区分は、カ
ードキー９１の種類、即ち、認証部材を所有する人物の権限の度合いを示すものであり、
「１」はマスタカードキー９１ａを示し、「２」はシフトカードキー９１ｂを示している
。そして、この区分により認証状態となった際の制御が決められている。
【００６０】
　図１１に示す例では、ＩＤコードが「４６８Ｘ２ＰＥＱ」であるカードキー９１がマス
タカードキー９１ａであり、ＩＤコードが「Ｋ２９２ＴＮ３０」、「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」
、「ＭＫＥ８７Ａ２６」、「３８２９４５８Ｐ」、「ＤＮ１４ＳＨＢ３」である５つのカ
ードキー９１がシフトカードキー９１ｂであると設定されている。
【００６１】
　次に、図１２を参照して認証情報記憶エリア３４３について説明する。ここには、Ｒ／
Ｗユニット３０が認証状態とされた履歴が時系列に記憶されている。図１２に示すように
、認証情報記憶エリア３４３には日付欄、開始時刻欄、終了時刻欄、ＩＤコード欄、認証
区分欄が設けられている。日付欄には認証状態とされた日付が記憶され、認証状態が開始
された時刻及び終了した時刻が開始時刻欄及び終了時刻欄に記憶される。また、ＩＤコー
ド欄には認証状態としたカードキー９１のＩＤコードが記憶され、認証区分欄には認証状
態としたカードキー９１のカードの種類が記憶される。尚、認証ＩＤ記憶エリア３４１の
区分欄と同様に、「１」はマスタカードキー９１ａであることを示し、「２」はシフトカ
ードキー９１ｂであることを示している。
【００６２】
　図１２に示す例では、２００３年９月２８日の２２時１５分３０秒から２２時１５分３
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２までの間、ＩＤコード「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」であるシフトカードキー９１ｂにより認証
状態とされており、それ以前のデータは省略されている。また、２００３年９月２９日の
９時５分３６秒から９時２０分２５秒までの間、ＩＤコード「４６８Ｘ２ＰＥＱ」である
マスタカードキー９１ａにより認証状態とされており、２００３年９月２９日の１５時５
４分１４秒から１５時５５分６秒の間、ＩＤコード「３８２９４５８Ｐ」であるシフトカ
ードキー９１ｂにより認証状態とされており、２００３年９月２９日の２２時１８分１５
秒から２２時２５分５４秒の間、ＩＤコード「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」であるシフトカードキ
ー９１ｂにより認証状態とされている。
【００６３】
　次に、図１３を参照して、１日分の監視情報が記憶されている監視情報記憶エリア３４
４について説明する。図１３に示すように、監視情報記憶エリア３４４には、時刻欄、監
視場所欄、状態欄、ＩＤエラー欄、ＩＤコード欄の情報が時系列に記憶されている。時刻
欄には、異常が発生又は回復した時刻が記憶され、監視場所欄には監視場所を示す番号が
記憶され、状態欄には異常が発生したか、回復したかを示す値が記憶される。なお、「１
」は発生を示し、「２」は回復を示す。ＩＤエラー欄にはＩＤエラーであるか否かの情報
が記憶され、ＩＤコード欄には認証状態となっている場合にカードキー９１ｂのＩＤコー
ドが記憶される。尚、マスタカードキー９１ａで認証状態となった場合には、監視が行わ
れないので、監視情報が記憶されることはない。
【００６４】
　図１３に示す例では、２時１５分３０秒に監視場所１（主基板ボックス８１）で応答エ
ラーが発生し、２時１７分１６秒に同じく監視場所１でＩＤエラーが発生しており、共に
ＩＤコード欄には何も記憶されていないので係員による開放ではなく遊技者による不正開
放であったことが分かる。また、９時２０分２５秒に監視場所１で応答エラーが回復し、
９時２０分２６秒に同じく監視場所１でＩＤエラーが回復しており、共にＩＤコード欄に
は何も記憶されていないのでシフトカードキー９１ｂで係員モードの認証状態としている
間に復帰したのではないということが判る。尚、図１２に示す認証情報記憶エリアのデー
タを参照すると、９時５分３６秒から９時２０分２５秒までの間、マスタカードキー９１
ａで責任者モードの認証状態とされているので、この間に監視場所１の主基板ボックス８
１の付け替えが行われ、新しい主基板ボックス８１に貼り付けられている監視タグ８６の
ＩＤコードがＲ／Ｗユニット３０の監視ＩＤ記憶エリア３４２に記憶されていることが推
測される。
【００６５】
　そして、１５時４８分５０秒には、監視場所３（前面枠１１１と本体枠１１０）におい
て応答エラーが発生し、１５時５３分１９秒に応答エラーが復帰している。ここでもＩＤ
コード欄には何も記憶されていないので、係員により開放でなく遊技者による不正開放で
あったことが判る。次いで、１５時５４分１４秒にも監視場所３において応答エラーが発
生し、１５時５５分６秒に応答エラーが回復している。ここでは、ＩＤコード欄に「３８
２９４５８Ｐ」が記憶されているので、ＩＤコードが「３８２９４５８Ｐ」であるシフト
カードキー９１ｂにより係員モードの認証状態とされて前面枠１１１が開閉されたことが
判る。
【００６６】
　次いで、２２時１８分３３秒に監視場所３において応答エラーが発生し、２２時１８分
３８秒に監視場所２（本体枠１１０と機枠１１２）においても応答エラーが発生している
。そして、２２時２５分４６秒に監視場所２の応答エラーが回復し、２２時２５分５３秒
に監視場所３の応答エラーが回復している。これらのデータのＩＤコード欄には共に「Ｓ
５１５ＨＣ２Ｋ」が記憶されており、ＩＤコードが「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」であるシフトカ
ードキー９１ｂにより認証状態とされて、係員が前面枠１１１を開放し、次いで本体枠１
１０を開放し、本体枠１１０を閉じ、前面枠１１１を閉じたことが判る。
【００６７】
6.管理端末３００の説明
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　次に、管理端末３００の構成について図１４を参照して説明する。管理端末３００は、
周知の端末である一般的なパーソナルコンピュータであり、店内ネットワーク１５０に接
続可能な通信装置３０９を備えている。そして、店内ネットワーク１５０に接続している
Ｒ／Ｗユニット３０から監視情報を受信して報知する。図１４は管理端末３００の電気的
構成を示すブロック図である。図１５は管理端末３００で表示される監視情報閲覧画面３
５０のイメージ図であり、図１６は管理端末３００で異常を報知する異常画面３５１のイ
メージ図であり、図１７は管理端末３００でパチンコ機１が作業中であることを報知する
作業中画面３５２のイメージ図である。
【００６８】
　図１４に示すように、管理端末３００には、管理端末３００の制御を司るＣＰＵ３１０
が設けられ、ＣＰＵ３１０には、各種のデータを一時的に記憶するＲＡＭ３０１と、ＢＩ
ＯＳ等を記憶したＲＯＭ３０２と、データの受け渡しの仲介を行うＩ／Ｏインタフェイス
３０３とが接続されている。Ｉ／Ｏインタフェイス３０３には、ハードディスク装置３８
０が接続され、当該ハードディスク装置３８０には、監視情報記憶エリア３８１と、認証
ＩＤ情報記憶エリア３８２と、プログラム記憶エリア３８３と、その他の情報記憶エリア
３８４とが設けられている。
【００６９】
　尚、監視情報記憶エリア３８１には、Ｒ／Ｗユニット３０から送信された監視情報が時
系列に記憶されている。認証ＩＤ情報記憶エリア３８２には、カードキー９１のＩＤコー
ドに対応して、カードキーの種類、そのカードキー９１を所有する係員の氏名が記憶され
ている。プログラム記憶エリア３８３にはＣＰＵ３１０で実行されるプログラムが記憶さ
れている。
【００７０】
　また、Ｉ／Ｏインタフェイス３０３には、ビデオコントローラ３０４と、キーコントロ
ーラ３０５と、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３０６と、通信装置３０９とが接続され、ビデオコ
ントローラ３０４にはディスプレイ３１１が接続され、キーコントローラ３０５にはキー
ボード３１２が接続され、通信装置３０９は店内ネットワーク１５０に接続可能となって
いる。なお、ＣＤ－ＲＯＭドライブ３０６に挿入されるＣＤ－ＲＯＭ３０７には、管理端
末３００の制御プログラムが記憶されており、導入時には、制御プログラムは、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ３０７から、ハードディスク装置３８０にセットアップされてプログラム記憶エリア
３８３に記憶されるようになっている。
【００７１】
　次に、図１５を参照して監視情報閲覧画面３５０について説明する。この監視情報閲覧
画面３５０は、管理端末３００において監視情報を閲覧する際に表示される画面であり、
管理端末３００での監視処理のメイン画面（図示外）から「監視情報閲覧」メニューを選
択することにより表示される。尚、メイン画面には、「監視情報閲覧」の他に「カードキ
ー設定」、「監視タグ設定」等のメニューが表示されている。監視情報閲覧画面３５０に
は、図１５に示すように、「監視履歴情報」という見出し及び現在の時刻が「１０：１６
」と表示され、監視情報記憶エリア３８１に記憶されている監視情報が時系列に表になっ
て表示されている。尚、監視情報が表で表示されている監視履歴情報欄にはスクロールバ
ーが設けられており、画面上に表示できる数以上のデータも閲覧できるようになっている
。また、画面下部には検索ボタン、印刷ボタン及び戻るボタンが表示されている。検索ボ
タンが選択されると、日付、時間帯、台番号、監視場所、エラー内容、担当者のいずれか
を指定して、指定された条件に合致するデータのみが表示される。印刷ボタンが選択され
ると監視情報を印刷することができる。ここで、印刷する期間や、台番号、監視場所、エ
ラー内容、担当者、時間帯を指定して印刷するようにしてもよい。また、戻るボタンが選
択されると、管理端末３００での監視処理のメイン画面へ戻る。
【００７２】
　図１５に示す例では、監視履歴情報として、鈴木花子という名前の係員が所有するカー
ドキー９１により係員モードの認証状態とされている間の２００３年９月２８日の２２時
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１５分３０秒に、台番号００１のパチンコ機の前面枠１１１（監視場所１）の応答エラー
が発生し、２２時１５分３２秒に回復している。尚、このデータ以前のデータは画面には
表示されていないが、スクロールバーを操作することにより閲覧することができる。次の
行には、２００３年９月２９日の２時１５分３０秒に台番号００１のパチンコ機１で主基
板ボックス８１（監視場所３）に応答エラーが発生し、９時２０分２５秒に回復している
。また、同じく台番号００１のパチンコ機１の主基板ボックス８１においてＩＤエラーが
２時１７分１６秒に発生し、９時２０分２６秒に回復している。これらのデータは、担当
者欄が空欄になっているので、係員によりカードキー９１を使用して行われてた開放では
なく、遊技者により不正に行われた開放であることがわかる。
【００７３】
　次には、台番号０１５のパチンコ機１で前面枠１１１の応答エラーが２００３年９月２
９日の１１時２５分３０秒に発生し、１１時２６分４５秒に回復しており、同じく台番号
０１５のパチンコ機１の前面枠１１１で、田中一郎という名前の係員が所有するカードキ
ー９１により係員モードの認証状態とされている間の２００３年９月２９日１１時２７分
５６秒に応答エラーが発生し、２００３年９月２９日１１時２９分１０秒に回復している
。さらに、２００３年９月２９日１２時１０分８秒に台番号００８のパチンコ機１の前面
枠１１１で応答エラーが発生し、１２時１０分１９秒に回復している。また、２００３年
９月２９日１４時１５分２０秒にも台番号００３のパチンコ機１の前面枠１１１で応答エ
ラーが発生しており、１４時１６分３０秒に回復している。この２つのデータはいずれも
係員欄に氏名が表示されていないので、係員による開閉ではなく、遊技者により不正に行
われた開閉であることがわかる。
【００７４】
　次には、２００３年９月２９日の１５時４８分５０秒に台番号００１の前面枠１１１で
応答エラーが発生し、１５時５３分１９秒に回復しており、同じく台番号００１の前面枠
で、田中一郎という名前の係員の所有するカードキー９１により係員モードの認証状態と
されている間の２００３年９月２９日１５時５４分１４秒に応答エラーが発生し、１５時
５５分６秒に回復している。さらに、２００３年９月２９日の２２時１８分３３秒には台
番号００１のパチンコ機１の前面枠１１１に、鈴木花子という名前の係員が所有するカー
ドキー９１で係員モードの認証状態中に応答エラーが発生し、２２時２５分５３秒に回復
し、同じく２００３年９月２９日の２２時１８分３８秒に本体枠１１０で、鈴木花子とい
う名前の係員が所有するカードキー９１で係員モードの認証状態中に応答エラーが発生し
、２２時２５分４６秒に回復している。さらに、２００３年９月３０日の１０時１５分３
８秒に台番号００７のパチンコ機１の前面枠１１１で応答エラーが発生しており、この応
答エラーはまだ回復していない。
【００７５】
　次に、図１６を参照して異常画面３５１について説明する。この異常画面３５１は、パ
チンコ機１の監視場所において、Ｒ／Ｗユニット３０が監視タグ８６と通信不能、又は、
ＩＤコード不一致となった場合に、管理端末３００のディスプレイ３１１に表示される。
図１６に示すように、異常画面３５１では「００７番台にエラーが発生しています！！」
、「発生時刻　１０：１５：３８」、「＊＊前面枠　不正開放＊＊」という、どのパチン
コ機１のどの監視場所にどのエラーがいつ発生したのかを示すメッセージが表示されてい
る。また、ＯＫボタンが設けられており、このＯＫボタンが選択されると異常画面３５１
は閉じられる。
【００７６】
　次に、図１７を参照して作業中画面３５２について説明する。この作業中画面３５２は
、パチンコ機１がシフトカードキー９１ｂにより係員モードの認証状態となり、監視場所
が開らかれた場合に表示される。この作業中画面３５２は表示した５秒後に自動的に閉じ
られる。図１７に示すように、作業中画面３５２では「００１番台　前面枠　作業中です
」、「開始時刻　１５：５４：１４」、「係員　田中一郎」という、どのパチンコ機１の
どの監視場所においてどの係員が作業を行っているかを示すメッセージが表示されている
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。
【００７７】
7.監視処理の説明
　次に、Ｒ／Ｗユニット３０による監視場所の監視について、図１８乃至図２２を参照し
てフローチャートを用いて説明する。Ｒ／Ｗユニット３０に電源が供給されると、ＣＰＵ
３２において監視基本処理が実行される。図１８は、Ｒ／Ｗ基板３１のＣＰＵ３２で実施
される監視基本処理のフローチャートである。図１９は、監視基本処理の中で行われる認
証処理のフローチャートであり、図２０は、認証処理の中で行われるカードなし処理のフ
ローチャートであり、図２１は、カードなし処理の中で行われる監視ＩＤ取得処理のフロ
ーチャートである。図２２は、監視基本処理の中で行われる監視処理のフローチャートで
ある。
【００７８】
　まず、図１８を参照して、監視基本処理について、フローチャートを用いて説明する。
この処理は、Ｒ／Ｗユニット３０に電源が供給されると実施され、まず、認証フラグ及び
各エラーフラグ等に初期値の「０」がセットされる（Ｓ１）。そして、Ｓ２～Ｓ７の処理
が繰り返し実施され、監視が行われる。
【００７９】
　尚、ここで初期値がセットされるフラグは、ＲＡＭ３４のフラグ記憶エリア３４５に記
憶されており、認証フラグは、Ｒ／Ｗユニット３０が認証状態であるか否かを示すフラグ
であり、「０」である場合には認証状態でないことを示しており、「１」である場合には
マスタカードキー９１ａにより「責任者モードの認証状態」となっていることを示してお
り、「２」である場合にはシフトカードキー９１ｂにより「係員モードの認証状態」とな
っていることを示している。
【００８０】
　また、エラーフラグは各監視場所毎に設けられており、「０」が記憶されている場合に
は監視タグ８６との通信が正常に行われており、「１」が記憶されている場合には監視タ
グ８６との通信が正常に行われていないことを示している。そして、監視場所１，２，３
毎に応答エラーフラグ及びＩＤエラーフラグが設けられている。尚、応答エラーは監視ア
ンテナ６８から送信された呼出波に対して、監視タグ８６が反射波を返信してこなかった
場合を示し、ＩＤエラーは反射波に含まれているＩＤコードが予め登録されているものと
異なっている場合を示している。
【００８１】
　さらに、認証処理（図１９乃至図２１参照）ではセットフラグ、枠フラグも使用される
。セットフラグは、「係員モードの認証状態」である場合に使用され、シフトカードキー
９１ｂがカードホルダ９０にセットされている場合に「１」が記憶され、セットされてい
ない場合に「０」が記憶されている。また、枠フラグも、「係員モードの認証状態」であ
る場合に使用され、前面枠１１１又は本体枠１１０が開かれている場合に「１」が記憶さ
れ、閉じている場合には「０」が記憶される。
【００８２】
　図１８のＳ２～Ｓ７に示すように、認証処理（Ｓ２）、主基板ボックス８１（監視場所
１）（Ｓ３）、認証処理（Ｓ４）、本体枠１１０と機枠１１２（監視場所２）（Ｓ５）、
認証処理（Ｓ６）、前面枠１１１と本体枠１１０（監視場所３）（Ｓ７）の順で監視が行
われる。尚、認証処理については、各監視処理が実施される前に必ず実施されている。
【００８３】
　次に、認証処理について、図１９乃至図２１に示すフローチャートを参照して説明する
。本実施の形態では、カードホルダ９０にカードキー９１が差し込まれ、そのカードキー
９１が予め登録されているＩＤコードを持つマスタカードキー９１ａ又はシフトカードキ
ー９１ｂであるか否かの判断が行われる。そして、マスタカードキー９１ａであれば「責
任者モードの認証状態」とされ、シフトカードキー９１ｂであれば「係員モードの認証状
態」とされる。
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【００８４】
　そして、「責任者モードの認証状態」では、マスタカードキー９１ａがカードホルダ９
０から抜かれたら、認証状態を解除すると共に、全ての監視タグ８６のＩＤコードを取得
して、Ｒ／Ｗユニット３０の監視ＩＤ記憶エリア３４２に記憶されているＩＤコードを変
更する。これにより、監視タグが備えられた部材を交換する際には、マスタカードキー９
１ａを使用して「責任者モードの認証状態」として交換作業を行えば、新しく設置された
部材の監視タグのＩＤコードを監視ＩＤ記憶エリアに記憶することができる。
【００８５】
　また、「係員モードの認証状態」では、シフトカードキー９１ｂが抜かれてから所定時
間（例えば、２０秒）以内に前面枠１１１又は本体枠１１０が開かれた際には、前面枠１
１１及び本体枠１１０が閉じられた時点で「係員モードの認証状態」が解除される。また
、シフトカードキー９１ｂが抜かれてから所定時間（例えば、２０秒）以内に前面枠１１
１又は本体枠１１０が開かれない場合には「係員モードの認証状態」は解除される。また
、前面枠１１１又は本体枠１１０が開かれている間にシフトカードキー９１ｂが抜かれた
場合にも、前面枠１１１及び本体枠１１０が閉じられた時点で「係員モードの認証状態」
が解除される。尚、前面枠１１１が開かれたことは、監視場所３が応答エラーとなってい
ることにより判断される。本体枠１１０が開かれたことは、監視場所２が応答エラーとな
っていることにより判断される。また、シフトカードキー９１ｂが抜かれてから所定時間
（２０秒）以内であっても、予め識別ＩＤ記憶エリア３４１に記憶されていないＩＤコー
ドのカードキー９１が差し込まれた場合には、「係員モードの認証状態」は解除される。
【００８６】
　まず、マスタカードキー９１ａ（ＩＤコードは「４６８Ｘ２ＰＥＱ」）がセットされた
場合を考えて説明する。認証アンテナ９２から呼出波が送信されると（Ｓ５１）、マスタ
カードキー９１ａが自身のＩＤコードを載せた反射波を返信してくるので（Ｓ５２：ＹＥ
Ｓ）、反射波に含まれているＩＤコードが予め認証ＩＤ記憶エリア３４１に登録されてい
るＩＤコードであるか否かの判断が行われ（Ｓ５３）、登録のＩＤコードである場合には
（Ｓ５３：ＹＥＳ）、マスタカードキー９１ａであるか、シフトカードキー９１ｂである
かの判断が行われる（Ｓ５４，Ｓ５５）。カードの種類の判断は、認証ＩＤ記憶エリア３
４１の区分により判断される。例えば、図１１に示す認証ＩＤ記憶エリア３４１には、Ｉ
Ｄコード「４６８Ｘ２ＰＥＱ」は区分「１」として記憶されているので、このＩＤコード
は登録のＩＤコードであり（Ｓ５３：ＹＥＳ）、マスタカードキー９１ａであると判断さ
れる（Ｓ５４：ＹＥＳ）。そして、責任者モードの認証状態とするために、認証フラグに
「１」が記憶され（Ｓ６０）、認証中ＩＤコード記憶エリア３４６にＩＤコード「４６８
Ｘ２ＰＥＱ」が記憶され（Ｓ６１）、認証情報記憶エリア３４３に認証状態が開始された
情報が記憶される（Ｓ６２）。具体的には、現在の日時が日付欄及び開始時刻欄に記憶さ
れ、「４６８Ｘ２ＰＥＱ」がＩＤコード欄に記憶され、認証区分欄にマスタカードキー９
１ａであることを示す「１」が記憶される。そして、ランプ９５が点灯してエラーが報知
されている場合にはランプ９５を消灯させる必要があるので、ランプ９５へ消灯指示がな
される（Ｓ６３）。
【００８７】
　そして、マスタカードキー９１ａがカードホルダ９０にセットされている間は、認証ア
ンテナ９２からの呼出波の送信に対して（Ｓ５１）、反射波が返送され（Ｓ５２：ＹＥＳ
）、マスタカードキー９１ａと判断されて（Ｓ５３：ＹＥＳ，Ｓ５４：ＹＥＳ）、「責任
者モードの認証状態」が継続される（Ｓ６０～Ｓ６３）。尚、Ｓ６２においては、認証情
報記憶エリア３４３に認証状態開始のデータが記憶されているので、新しいデータは記憶
しない。
【００８８】
　そして、マスタカードキー９１ａがカードホルダ９０から外されると、認証アンテナ９
２から呼出波を送信しても（Ｓ５１）、反射波の返送がない（Ｓ５２：ＮＯ）。そこで、
カードなし処理において非認証状態とされる（Ｓ８０）。具体的には、認証フラグは「１
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」であるので、図２０のフローチャートに示すように、非認証状態とは判断されず（Ｓ１
０１：ＮＯ）、「責任者モードの認証状態」であると判断されて（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、
認証フラグに「０」が記憶されて非認証状態とされ（Ｓ１３０）、認証中ＩＤコード記憶
エリア３４６の値がクリアされ（Ｓ１３１）、認証情報記憶エリア３４３に認証状態が終
了したことを示すデータが記憶される（Ｓ１３２）。具体的には、既に日付欄、開始時刻
欄、ＩＤコード欄、及び、認証区分欄がセットされているデータの終了時刻欄に現在の時
刻が記憶される。そして、監視ＩＤ取得処理が行われる（Ｓ１３３）。そして認証処理に
戻り、認証処理も終了される。
【００８９】
　尚、Ｓ１３３の監視ＩＤ取得処理では、各監視場所に備えられている監視タグ８６のＩ
Ｄコードを取得して、監視ＩＤ記憶エリア３４２に記憶し、登録のＩＤコードとする。具
体的には、図２１のフローチャートに示すように、監視場所カウンタｎに初期値として「
０」がセットされ（Ｓ１５０）、次いで、監視場所カウンタｎに「１」が加算され、「１
」となる（Ｓ１５１）。監視場所カウンタｎの値は「３」より大きくないので（Ｓ１５２
：ＮＯ）、監視場所１の監視アンテナ６８ａから呼出波が送信される（Ｓ１５３）。そし
て、監視タグ８６ａから反射波の返送があれば（Ｓ１５４：ＹＥＳ）、受信した反射波に
含まれているＩＤコードを監視ＩＤ記憶エリアの監視場所１のＩＤコードとして記憶する
（Ｓ１５５）。反射波の返送がなければ（Ｓ１５４：ＮＯ）、監視ＩＤ記憶エリアのＩＤ
コードは変更しない。
【００９０】
　そして、Ｓ１５１へ戻り、監視場所カウンタｎに「１」が加算されて「２」となる。監
視場所２，監視場所３についても監視場所１と同様にＳ１５３～Ｓ１５５の処理が行われ
、監視場所カウンタの値が「４」となり、「３」よりも大きくなったら（Ｓ１５２：ＹＥ
Ｓ）、全ての監視場所の監視タグ８６のＩＤコードの確認が完了しているので、処理を終
了してカードなし処理へ戻る。
【００９１】
　次に、シフトカードキー９１ｂ（ＩＤコードは「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」）がセットされた
場合を考えて説明する。認証アンテナ９２から呼出波が送信されると（Ｓ５１）、シフト
カードキー９１ｂが自身のＩＤコードを載せた反射波を返信してくる（Ｓ５２：ＹＥＳ）
。認証ＩＤ記憶エリア３４１に、ＩＤコード「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」は区分「２」として記
憶されているので、このＩＤコードは登録のＩＤコードであると判断され（Ｓ５３：ＹＥ
Ｓ）、シフトカードキー９１ｂであると判断される（Ｓ５４：ＮＯ，Ｓ５５：ＹＥＳ）。
そして、「係員モードの認証状態」とするために、認証フラグに「２」が記憶され（Ｓ７
０）、認証中ＩＤコード記憶エリア３４６に「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」が記憶され（Ｓ７１）
、認証情報記憶エリア３４３に認証状態が開始された情報が記憶される（Ｓ７２）。具体
的には、現在の日時が日付欄及び開始時刻欄に記憶され、「Ｓ５１５ＨＣ２Ｋ」がＩＤコ
ード欄に記憶され、認証区分欄にシフトカードキー９１ｂであることを示す「２」が記憶
される。そして、ランプ９５が点灯してエラーが報知されている場合にはランプ９５を消
灯させる必要があるので、ランプ９５が消灯される（Ｓ７３）。そして、シフトカードキ
ー９１ｂがセットされていることを示すために、カードフラグに「１」が記憶される（Ｓ
７４）。
【００９２】
　そして、監視場所２又は監視場所３が応答エラー中か否かの判断が行われる（Ｓ７５）
。監視場所２又は監視場所３が応答エラー中であれば、前面枠１１１又は本体枠１１０が
開放されている状態であることを示している。この判断は、後述する監視処理において使
用される各監視場所の応答エラーフラグが使用される。応答エラーフラグが「１」である
場合には応答エラーが発生しており、前面枠１１１又は本体枠１１０が開かれており、応
答エラーフラグが「０」である場合には応答エラーは発生しておらず、前面枠１１１及び
本体枠１１０は閉じられている。そして、監視場所２又は監視場所３が応答エラー中であ
れば（Ｓ７５：ＹＥＳ）、前面枠１１１又は本体枠１１０が開かれていることを示すため
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に枠フラグに「１」が記憶され（Ｓ７７）、応答エラー中でなければ（Ｓ７５：ＮＯ）、
前面枠１１１又は本体枠１１０が閉じられていることを示すために枠フラグに「０」が記
憶される（Ｓ７６）。
【００９３】
　そして、シフトカードキー９１ｂがカードホルダ９０にセットされている間は、認証ア
ンテナ９２からの呼出波の送信に対して（Ｓ５１）、反射波が返送され（Ｓ５２：ＹＥＳ
）、シフトカードキー９１ｂと判断されて（Ｓ５４：ＮＯ，Ｓ５５：ＹＥＳ）、係員モー
ドの認証状態が継続される（Ｓ７０～Ｓ７３）。但し、Ｓ７２においては、既に認証情報
記憶エリア３４３に認証状態開始のデータが記憶されているので、新しいデータは記憶し
ない。そして、前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられた場合には（Ｓ７５：ＹＥＳ）
、枠フラグに「１」が記憶され（Ｓ７７）、開けられていない場合には（Ｓ７５：ＮＯ）
、枠フラグに「０」が記憶される（Ｓ７６）。
【００９４】
　次いで、シフトカードキー９１ｂが外された場合を考える。シフトカードキー９１ｂが
外された際に、前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられているか否かにより処理が異な
る。前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられている場合には、前面枠１１１及び本体枠
１１０が閉じられた時点で「係員モードの認証状態」が解除され、非認証状態となる。前
面枠１１１又は本体枠１１０が開けられていない場合には、時間カウンタのカウントが開
始される。そして、所定時間（例えば、２０秒）以内に前面枠１１１又は本体枠１１０が
開放されなければ、「係員モードの認証状態」が解除されて非認証状態となり、所定時間
以内に前面枠１１１又は本体枠１１０が開放されれば、前面枠１１１及び本体枠１１０が
閉じられた時点で「係員モードの認証状態」が解除されて非認証状態となる。尚、前面枠
１１１及び本体枠１１０が閉じられた時点でまだ所定時間（例えば、２０秒）が経過して
いない場合には、認証状態は解除されず、所定時間経過後に解除されることになる。
【００９５】
　シフトカードキー９１ｂが外されると、認証アンテナ９２から呼出波を送信しても（Ｓ
５１）、反射波の返送がない（Ｓ５２：ＮＯ）。そこで、カードなし処理において非認証
状態とされる（Ｓ８０）。具体的には、認証状態が「２」であるので、図２０のフローチ
ャートに示すように、非認証状態であると判断されず（Ｓ１０１：ＮＯ）、「責任者モー
ドの認証状態」であるとも判断されず（Ｓ１０２：ＮＯ）、「係員モードの認証状態」で
あると判断される（Ｓ１０４：ＹＥＳ）。
【００９６】
　そして、シフトカードキー９１ｂがセットされていた状態から外されたので、カードフ
ラグは「１」となっているため（Ｓ１０５：ＹＥＳ）、時間カウンタの値が「０」にクリ
アされ（Ｓ１０６）、カードフラグの値が「０」とされる（Ｓ１０７）。尚、次回このカ
ードなし処理が実行される際には、カードフラグが「０」となっているので、Ｓ１０５で
は「ＮＯ」と判断されて、Ｓ１０６において時間カウンタの値がクリアされることはない
。次いで、枠フラグが「１」であるか否かにより、前面枠１１１又は本体枠１１０が開い
ていたか否かの判断が行われる（Ｓ１０８）。
【００９７】
　既に、前面枠１１１又は本体枠１１０が開いていた場合には、枠フラグが「１」となっ
ているので（Ｓ１０８：ＹＥＳ）、現在も前面枠１１１又は本体枠１１０が開いているか
否かの判断が、監視場所２又は監視場所３が応答エラー中であるか否かにより行われる（
Ｓ１２０）。そして、応答エラーであり、前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられてい
る場合には（Ｓ１２０：ＹＥＳ）、そのまま「係員モードの認証状態」が継続される。ま
た、応答エラー中でなく、前面枠１１１又は本体枠１１０が閉じられている場合には（Ｓ
１２０：ＮＯ）、「係員モードの認証状態」は終了するので、認証フラグに「０」が記憶
されて非認証状態とされて（Ｓ１２１）、認証中ＩＤコード記憶エリア３４６の値がクリ
アされて（Ｓ１２２）、認証情報記憶エリア３４３に認証状態が終了したことを示すデー
タが記憶される（Ｓ１２３）。具体的には、既に日付欄、開始時刻欄、ＩＤコード欄、及
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び、認証区分欄がセットされているデータの終了時刻欄に現在の時刻が記憶される。そし
て、カードなし処理及び認証処理は終了する。
【００９８】
　また、枠フラグが「１」でなく、まだ前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられていな
かった場合には（Ｓ１０８：ＮＯ）、現在は前面枠１１１又は本体枠１１０が開いている
か否かの判断が、監視場所２又は監視場所３が応答エラー中であるか否かにより判断され
る（Ｓ１０９）。そして、前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられている場合には（Ｓ
１０９：ＹＥＳ）、前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられていることを示すために、
枠フラグが「１」とされ（Ｓ１１４）、そのまま「係員モードの認証状態」が継続され、
カードなし処理及び認証処理は終了する。
【００９９】
　また、前面枠１１１又は本体枠１１０が開けられていない場合には（Ｓ１０９：ＮＯ）
、シフトカードキー９１ｂが抜かれてから所定時間（例えば、２０秒）経過後に非認証状
態とされるので、時間カウンタが２０秒を経過したか否かの判断が行われ（Ｓ１１０）、
２０秒を経過していなければ（Ｓ１１０：ＮＯ）、そのまま「係員モードの認証状態」が
継続される。また、２０秒を経過していれば（Ｓ１１０：ＹＥＳ）、「係員モードの認証
状態」は終了するので、認証フラグに「０」が記憶されて非認証状態とされ（Ｓ１１１）
、認証中ＩＤコード記憶エリア３４６の値がクリアされて（Ｓ１１２）、認証情報記憶エ
リア３４３に認証状態が終了したことを示すデータが記憶される（Ｓ１１３）。具体的に
は、既に日付欄、開始時刻欄、ＩＤコード欄、及び、認証区分欄がセットされているデー
タの終了時刻欄に現在の時刻が記憶される。そして、カードなし処理及び認証処理は終了
する。
【０１００】
　尚、予め登録されていないＩＤコードのカードキー９１がカードホルダ９０に差し込ま
れた場合には、認証アンテナ９２から呼出波が送信されると（Ｓ５１）、カードキー９１
が自身のＩＤコードを載せた反射波を返信してくるが（Ｓ５２：ＹＥＳ）、認証ＩＤ記憶
エリア３４１に登録されていないので（Ｓ５３：ＮＯ）、認証フラグに「０」が記憶され
て非認証状態とされ（Ｓ８１）、認証中ＩＤコード記憶エリア３４６の値がクリアされて
（Ｓ８２）、認証処理が終了する。
【０１０１】
　また、継続してカードキー９１が差し込まれていない場合には、認証アンテナ９２から
呼出波を送信しても（Ｓ５１）、反射波の返送がない（Ｓ５２：ＮＯ）。そこで、カード
なし処理において非認証状態とされる（Ｓ８０）。具体的には、図２０のフローチャート
に示すように、認証状態が「０」であるので、非認証状態であると判断され（Ｓ１０１：
ＹＥＳ）、カードなし処理及び認証処理が終了する。
【０１０２】
　次に、図２２のフローチャートを参照して、各監視場所の監視を行う監視処理について
説明する。ここでは、主基板ボックス８１（監視場所１）、本体枠１１０と機枠１１２（
監視場所２）、前面枠１１１と本体枠１１０（監視場所３）についての監視が行われ、監
視の結果、エラーとなった場合には監視情報を記憶し、さらに監視情報が管理端末３００
へ送信される。ここで、Ｒ／Ｗユニット３０が「責任者モードの認証状態」である場合に
は監視は行われない。尚、どの監視場所の監視処理を行うのかの情報は監視場所を示す番
号を用いて監視基本処理から指示される。
【０１０３】
　まず、監視場所が正常な状態である場合について考える。予めＩＤコードの登録された
監視タグ８６が設置され、監視タグ８６が備えられた部材も正しい位置に存在しており、
「応答エラー」や「ＩＤエラー」は発生していない、通常の状態である。
【０１０４】
　初めに、認証フラグに「１」が記憶されており、責任者モードの認証状態となっている
か否かの判断が行われる（Ｓ２００）。責任者モードの認証状態である場合には（Ｓ２０
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０：ＹＥＳ）、前面枠１１１や本体枠１１０、主基板ボックス８１が開かれていても問題
はないので監視は行われず、何もせずに処理を終了して、監視基本処理へ戻る。
【０１０５】
　また、責任者モードの認証状態でない場合には（Ｓ２００：ＮＯ）、監視が行われるの
で、監視基本処理から指示されている監視場所の監視アンテナ６８から呼出波が送信され
る（Ｓ２０１）。そして、監視タグ８６から自身のＩＤコードを載せた反射波が返送され
てくる（Ｓ２０２：ＹＥＳ）。この反射波に含まれているＩＤコードは、予め監視ＩＤ記
憶エリア３４２に登録されており（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、監視場所は正常な状態であり、
応答エラーもＩＤエラーも発生していないので、応答エラーフラグは「ＯＮ」でなく（Ｓ
２０４：ＮＯ）、ＩＤエラーフラグも「ＯＮ」でないと判断され（Ｓ２０５：ＮＯ）、そ
のまま処理を終了して、監視基本処理へ戻る。
【０１０６】
　次に、「応答エラー」が発生している場合について考える。監視タグ８６が設置されて
いる部材が移動されたり、監視タグ８６が設置されている部材がすり替えられることによ
り監視タグ８６がなくなったりした際に、監視タグ８６が監視アンテナ６８からの呼出波
に応答できない距離に移動してしまい、「応答エラー」となる。
【０１０７】
　初めに、認証フラグに「１」が記憶されており、責任者モードの認証状態となっている
か否かの判断が行われる（Ｓ２００）。責任者モードの認証状態である場合には（Ｓ２０
０：ＹＥＳ）、前面枠１１１や本体枠１１０、主基板ボックス８１が開かれていても問題
はないので監視は行われず、何もせずに処理を終了して、監視基本処理へ戻る。
【０１０８】
　また、責任者モードの認証状態でない場合には（Ｓ２００：ＮＯ）、監視が行われるの
で、監視基本処理から指示されている監視場所の監視アンテナ６８から呼出波が送信され
る（Ｓ２０１）。しかし、監視タグ８６が監視アンテナ６８と通信可能な位置にないので
、監視アンテナ６８から呼出波が送信されても（Ｓ２０１）、監視タグ８６から反射波が
返送されない（Ｓ２０２：ＮＯ）。
【０１０９】
　そこで、まず応答エラーフラグが「ＯＮ」であるか否かにより、既に応答エラーが発生
していたか否かの判断が行われる（Ｓ２３１）。部材が移動されて最初に行われる監視処
理では、応答エラーフラグは「ＯＮ」となっていないので（Ｓ２３１：ＮＯ）、当該監視
場所の応答エラーフラグに「１」が記憶され「ＯＮ」となり（Ｓ２３２）、ＲＡＭ３４の
監視情報記憶エリア３４４に監視情報が記憶される（Ｓ２３３）。具体的には、監視情報
記憶エリア３４４の日付及び時刻欄には現在の日付及び時刻が記憶され、状態欄には発生
を示す「１」が記憶され、ＩＤエラーに応答エラーを示す「０」が記憶され、ＩＤコード
には認証中ＩＤコード記憶エリア３４６に記憶されているＩＤコードが記憶される。そし
て、監視情報記憶エリア３４４へ記憶したデータに自身が接続しているパチンコ機１の台
番号を付加したデータが管理端末３００へ送信され（Ｓ２３４）、エラーが発生したこと
を報知するためにランプ９５を点灯させる（Ｓ２３５）。そして、監視基本処理へ戻る。
【０１１０】
　また、次に監視処理が行われた際に、まだ監視場所の監視タグ８６が監視アンテナ６８
と通信可能な位置にない場合には、監視アンテナ６８から呼出波が送信されても（Ｓ２０
１）、監視タグ８６からの反射波の返送はなされない（Ｓ２０２：ＮＯ）。そして既に応
答エラーフラグは「ＯＮ」となっているので（Ｓ２３１：ＹＥＳ）、監視情報の記憶等は
行われず、監視基本処理へ戻る。
【０１１１】
　次いで、「応答エラー」が回復した場合を考える。監視ＩＤ記憶エリア３４２にＩＤコ
ードが登録された監視タグ８６が通信可能な位置に設置された場合には、応答エラーは回
復する。
【０１１２】
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　まず、責任者モードの認証状態である場合には（Ｓ２００：ＹＥＳ）、監視は行われず
、何もせずに処理を終了して、監視基本処理へ戻る。そして、責任者モードの認証状態で
ない場合には（Ｓ２００：ＮＯ）、監視アンテナ６８から呼出波が送信されると（Ｓ２０
１）、監視タグ８６は自身のＩＤコードを載せた反射波を返送してくる（Ｓ２０２：ＹＥ
Ｓ）。また、反射波に含まれているＩＤコードは、予め監視ＩＤ記憶エリア３４２に登録
されているものである（Ｓ２０３：ＹＥＳ）。そして、前回の監視処理では監視タグ８６
から反射波の返送がなく、応答エラーとなっているので、応答エラーフラグは「ＯＮ」と
なっている（Ｓ２０４：ＹＥＳ）。そこで、応答エラーフラグに「０」が記憶されて「Ｏ
ＦＦ」とされ（Ｓ２１１）、監視情報記憶エリア３４４に監視情報が記憶され（Ｓ２１２
）、監視情報記憶エリア３４４に記憶されたデータに、自身が接続しているパチンコ機１
の台番号を付加したデータが管理端末３００へ送信される（Ｓ２１３）。具体的には、監
視情報記憶エリア３４４の時刻欄には現在の時刻が記憶され、状態欄には回復を示す「２
」が記憶され、ＩＤエラーに応答エラーを示す「０」が記憶され、ＩＤコードには認証中
ＩＤコード記憶エリア３４６に記憶されているＩＤコードが記憶される。
【０１１３】
　そして、ＩＤエラーも発生しておりＩＤエラーフラグも「ＯＮ」であれば（Ｓ２０５：
ＹＥＳ）、その処理を行い（Ｓ２１６～Ｓ２１８）、ＩＤエラーは発生しておらずＩＤエ
ラーフラグが「ＯＮ」でなければ（Ｓ２０５：ＮＯ）、何もせずに、監視処理は終了して
、監視基本処理へ戻る。
【０１１４】
　次に、「ＩＤエラー」が発生した場合について考える。「ＩＤエラー」は、監視タグ８
６が備えられている部材がすり替えられることにより、予め部材に備えられ、監視ＩＤ記
憶エリア３４２にＩＤコードが記憶されている監視タグ８６と異なる不正なＩＣタグが、
監視アンテナからの呼出波に対して反射波を返送してきた場合に発生する。
【０１１５】
　初めに、認証フラグに「１」が記憶されており、責任者モードの認証状態となっている
か否かの判断が行われる（Ｓ２００）。責任者モードの認証状態である場合には（Ｓ２０
０：ＹＥＳ）、前面枠１１１や本体枠１１０、主基板ボックス８１が開かれていても問題
はないので監視は行われず、何もせずに処理を終了して、監視基本処理へ戻る。
【０１１６】
　また、責任者モードの認証状態でない場合には（Ｓ２００：ＮＯ）、監視が行われるの
で、監視基本処理から指示されている監視場所の監視アンテナ６８から呼出波が送信され
る（Ｓ２０１）。しかし、監視アンテナ６８から呼出波が送信され（Ｓ２０１）、ＩＣタ
グから反射波が返送されても（Ｓ２０２：ＹＥＳ）、ＩＤコードは監視ＩＤ記憶エリア３
４２に記憶されているＩＤコードと一致しない（Ｓ２０３：ＮＯ）。
【０１１７】
　そこで、まずＩＤエラーフラグが「ＯＮ」であるか否かにより、既にＩＤエラーが発生
していたか否かの判断が行われる（Ｓ２２１）。不正なＩＣタグからの反射波を受け取る
ようになって最初に行われる監視処理では、ＩＤエラーフラグは「ＯＮ」となっていない
ので（Ｓ２２１：ＮＯ）、当該監視場所のＩＤエラーフラグに「１」が記憶され「ＯＮ」
となり（Ｓ２２２）、ＲＡＭ３４の監視情報記憶エリア３４４に監視情報が記憶される（
Ｓ２２３）。具体的には、監視情報記憶エリア３４４の時刻欄には現在の時刻が記憶され
、状態欄には発生を示す「１」が記憶され、ＩＤエラーにＩＤエラーを示す「１」が記憶
され、ＩＤコードには認証中ＩＤコード記憶エリア３４６に記憶されているＩＤコードが
記憶される。そして、監視情報記憶エリア３４４へ記憶したデータに自身が接続している
パチンコ機１の台番号を付加したデータが管理端末３００へ送信され（Ｓ２２４）、エラ
ーが発生したことを報知するためにランプ９５を点灯させる（Ｓ２２５）。そして、監視
基本処理へ戻る。
【０１１８】
　また、次に監視処理が行われた際にも、監視アンテナ６８からの呼出波の送信に対して
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（Ｓ２０１）、反射波の送信はあるが（Ｓ２０２：ＹＥＳ）、反射波に含まれているＩＤ
コードは予め監視ＩＤ記憶エリア３４２に記憶されているＩＤコードと一致せず（Ｓ２０
３：ＮＯ）、ＩＤエラーフラグは「ＯＮ」となっているので（Ｓ２２１：ＹＥＳ）、監視
情報の記憶等は行われず、監視基本処理へ戻る。
【０１１９】
　次いで、「ＩＤエラー」が回復した場合について考える。不正なＩＣタグが備えられて
いる部材が取り外され、もともとの正しい監視タグ８６が備えられている部材が設置され
たり、監視ＩＤ記憶エリア３４２のＩＤコードが新しく取り替えられた部材に備えられて
いる監視タグのＩＤコードに変更された場合に「ＩＤエラー」は回復する。
【０１２０】
　まず、責任者モードの認証状態である場合には（Ｓ２００：ＹＥＳ）、監視は行われず
、何もせずに処理を終了して、監視基本処理へ戻る。そして、責任者モードの認証状態で
ない場合には（Ｓ２００：ＮＯ）、監視アンテナ６８からの呼出波の送信に対して（Ｓ２
０１）、反射波が返送される（Ｓ２０２：ＹＥＳ）。ＩＤコードは一致しているので（Ｓ
２０３：ＹＥＳ）、応答エラーも発生しており応答エラーフラグが「ＯＮ」であれば（Ｓ
２０４：ＹＥＳ）、その処理が行われ（Ｓ２１１～Ｓ２１３）、応答エラーは発生してお
らず応答エラーフラグが「ＯＮ」でなければ（Ｓ２０４：ＮＯ）、なにも行われない。そ
して、ＩＤエラーフラグが「ＯＮ」であるので（Ｓ２０５：ＹＥＳ）、ＩＤエラーフラグ
に「０」が記憶されて「ＯＦＦ」とされ（Ｓ２１６）、監視情報記憶エリア３４４に監視
情報が記憶され（Ｓ２１７）、監視情報記憶エリア３４４に記憶されたデータに、自身が
接続しているパチンコ機１の台番号を付加したデータが管理端末３００へ送信される（Ｓ
２１８）。具体的には、監視情報記憶エリア３４４の日付及び時刻欄には現在の日付及び
時刻が記憶され、状態欄には回復を示す「２」が記憶され、ＩＤエラーにＩＤエラーを示
す「１」が記憶され、ＩＤコードには認証中ＩＤコード記憶エリア３４６に記憶されてい
るＩＤコードが記憶される。そして、監視基本処理へ戻る。
【０１２１】
　以上のようにして、監視基本処理が繰り返されることにより、Ｒ／Ｗ基板３１から監視
タグ８６ａ，８６ｂ，８６ｃへ呼出波を送信することにより、監視タグ８６ａ，８６ｂ，
８６ｃの移動や取替えを監視することができる。そして、監視場所１，２，３の監視が行
われ、エラーが発生したり、回復したりした際には監視情報記憶エリア３４４に監視情報
が記憶され、ランプ９５を点灯させることによりエラーが発生していることが報知される
。また、監視情報記憶エリア３４４に記憶されたデータに自身が接続しているパチンコ機
１の台番号を付加したデータが管理端末３００へ送信される。
【０１２２】
　また、マスタカードキー９１ａが使用されている場合には監視は行われず、シフトカー
ドキー９１ｂが使用されている場合には監視が行われ、カードキー９１のＩＤコードが分
類されている区分により異なる制御を行うことができる。
【０１２３】
8.管理端末３００の処理の説明
　次に、管理端末３００の報知処理について説明する。この報知処理は、管理端末３００
において常時実施されており、Ｒ／Ｗユニット３０から監視情報を受信した場合には、受
信した監視情報を監視情報記憶エリア３８１に記憶し、さらにそのデータが発生データで
ある場合にはディスプレイ３１１に異常画面３５１（図１６参照）を表示して、エラー発
生を報知する。図２３は、報知処理のフローチャートである。
【０１２４】
　次に、図２３のフローチャートを参照して、管理端末３００で実施される報知処理につ
いて説明する。この報知処理では、Ｒ／Ｗユニット３０から監視情報を受信し、その監視
情報が異常発生を示すデータであれば、ディスプレイ３１１に報知する。尚、監視情報が
係員モードの認証状態中に発生した監視情報でなければ、遊技者によるゴト行為であるの
で異常画面３５１を表示する。また、係員モードの認証状態中に発生したものであれば、
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遊技者によるゴト行為ではなく、係員による作業行為であるので、作業中画面３５２表示
する。尚、異常画面３５１は画面内に設けられている「ＯＫ」ボタンが選択されると閉じ
られ、作業中画面３５２は５秒（５０００ミリ秒）間表示されると自動的に閉じられる。
尚、この報知処理は管理端末３００の稼動中は継続して実施されている。
【０１２５】
　まず、遊技者によるゴト行為により発生した監視情報を受信した場合について説明する
。異常発生の監視情報を受信すると（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、監視情報が監視情報記憶エリ
ア３８１に記憶される（Ｓ３０２）。次いで、監視情報の状態欄には「１」が記憶されて
いるので、発生データと判断される（Ｓ３０３：ＹＥＳ）。また、認証状態中に発生した
データでなく、非認証状態で発生したデータのＩＤコード欄にはＩＤコードが記憶されて
いないので（Ｓ３０４：ＮＯ）、受信した監視情報の内容を記載した異常画面３５１がデ
ィスプレイ３１１に表示される（Ｓ３０８）。そして、ＯＫボタンが選択されたら（Ｓ３
０９：ＹＥＳ）、ＯＫボタンが選択された異常画面３５１が閉じられる（Ｓ３１０）。尚
、複数の異常が発生していれば、異常画面３５１は異常の数だけ表示されることになる。
したがって、ここで閉じられる異常画面３５１は、Ｓ３０８にて表示された異常画面３５
１に限らない。次いで、作業中画面３５２が表示中であれば（Ｓ３１１：ＹＥＳ）、作業
中画面３５２を閉じるか否かの確認処理が行われ（Ｓ３１２～Ｓ３１７）、作業中画面３
５２が表示中でなければ（Ｓ３１１：ＮＯ）、何もせずに、Ｓ３０１へ戻る。
【０１２６】
　そして、Ｓ３０９において、Ｓ３０８で表示された異常画面３５１のＯＫボタンが選択
されたと判断されると（Ｓ３０９：ＹＥＳ）、異常画面３５１が閉じられる（Ｓ３１０）
。
【０１２７】
　次に、係員モードの認証状態中に係員が監視場所の部材を移動させたことにより発生し
た監視情報を受信した場合について説明する。係員モードの認証状態中に発生した監視情
報を受信すると（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、監視情報が監視情報記憶エリア３８１に記憶され
る（Ｓ３０２）。次いで、監視情報の状態欄には「１」が記憶されているので、発生デー
タと判断される（Ｓ３０３：ＹＥＳ）。また、認証状態中に発生したデータであるので、
ＩＤコード欄にはＩＤコードが記憶されている（Ｓ３０４：ＹＥＳ）。そこで、報知カウ
ンタに「１」が加算され（Ｓ３０５）、報知カウンタの値が示す番号の報知時間カウンタ
に「５０００」がセットされる（Ｓ３０６）。この報知カウンタは、ディスプレイ３１１
に表示されている作業中画面３５２の数を示すものであり、報知時間カウンタは作業中画
面３５２を閉じるまでの時間を計測するためのものである。尚、報知時間カウンタは図示
外の時間管理プログラムにより１ミリ秒毎に減算されている。また、報知カウンタの値は
、当該報知処理が最初に実行された際に初期値として「０」が記憶されている。尚、ここ
では、１つ目の作業中画面３５２が表示されたとして、報知カウンタの値は「１」となっ
ているものとする。そして、作業中画面３５２がディスプレイ３１１に表示される（Ｓ３
０７）。
【０１２８】
　次いで、ＯＫボタンの処理が行われる（Ｓ３０９、Ｓ３１０）。次いで、報知時間カウ
ンタの値が「０」より大きく、１つ以上の作業中画面３５２が表示中であれば（Ｓ３１１
：ＹＥＳ）、作業中画面３５２を閉じるための処理が行われる（Ｓ３１２～Ｓ３１７）。
ここでは、１つめの作業中画面３５２が表示されており、報知カウンタの値は「１」とな
っているので、報知カウンタの値は「０」よりも大きく、作業中画面３５２が表示中であ
ると判断される（Ｓ３１１：ＹＥＳ）。
【０１２９】
　そこで、表示されている作業中画面３５２が５秒間表示され、閉じる時間となっている
か否かの判断が行われ、５秒を経過している場合には作業中画面３５２が閉じられる。ま
ず、表示中の作業中画面３５２をカウントするためのカウンタである変数ｍに初期値の「
０」がセットされる（Ｓ３１２）、次いでｍに「１」が加算される（Ｓ３１３）。そして
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、ｍの値が現在表示されている作業中画面３５２の数である報知カウンタの値よりも大き
くなったか否かの判断が行われる（Ｓ３１４）。ここでは、ｍの値も報知カウンタの値も
「１」であるので（Ｓ３１４：ＮＯ）、１番目の報知時間カウンタの値が「０」より大き
いか否かにより、５秒が経過したか否かの判断が行われる（Ｓ３１５）。「０」より大き
く、まだ５秒経過していなければ（Ｓ３１５：ＮＯ）、何もせずにＳ３１３へ戻り、ｍの
値に「１」が加算されて「２」となる（Ｓ３１３）。そして、報知カウンタの値「１」よ
りも大きくなったので（Ｓ３１４：ＹＥＳ）、Ｓ３０１へ戻る。尚、複数の作業中画面３
５２が表示されている場合には、表示されている作業中画面３５２の数だけ、５秒が経過
したか否かの判断が行われ、経過した場合にはその作業中画面３５２が閉じられる。
【０１３０】
　そして、５秒経過し報知時間カウンタの値が「０」よりも大きくなくなった後にＳ３１
５が実施された際に、５秒経過と判断され（Ｓ３１５：ＹＥＳ）、作業中画面３５２は閉
じられ（Ｓ３１６）、報知カウンタの値が「１」減算される（Ｓ３１７）。そしてＳ３１
３へ戻る。
【０１３１】
　尚、当該監視情報が示している異常が回復した際に送信されてくる監視情報を受信した
際には（Ｓ３０１：ＹＥＳ）、監視情報記憶エリア３８１に記憶されるが（Ｓ３０２）、
回復データであるので状態欄には「２」が記憶されており、発生データでないと判断され
（Ｓ３０３：ＮＯ）、報知は行われずにＳ３０１へ戻る。また、監視情報を受信しない場
合には（Ｓ３０１：ＮＯ）、何もせずにＳ３０９へ進み、ＯＫボタン選択の判断が行われ
る（Ｓ３０９）。
【０１３２】
　以上のようにして、管理端末３００において、遊技場内のパチンコ機１に接続した各Ｒ
／Ｗユニット３０から送信された監視情報が報知される。
【０１３３】
9.実施の形態と請求項との対比
　尚、上記実施の形態におけるＲＡＭ３４の認証ＩＤ記憶エリア３４１が「認証識別情報
記憶手段」に該当し、監視ＩＤ記憶エリア３４２が「監視識別情報記憶手段」に該当する
。また、Ｒ／Ｗユニット３０のＲＦ回路３８が「呼出波送信手段」又は「反射波受信手段
」に該当する。
【０１３４】
　また、図２２に示す監視処理におけるＳ２０２，Ｓ２０３の処理を実行するＣＰＵ３２
が「監視判断手段」に相当する。また、図１９に示す認証処理のＳ５２，Ｓ５３の処理を
実行するＣＰＵ３２が「認証判断手段」に相当し、Ｓ６０，Ｓ７０の処理を実行するＣＰ
Ｕ３２が「認証制御手段」に相当し、図２０に示すカードなし処理のＳ１３０の処理を実
行するＣＰＵ３２が「第１認証解除手段」に相当し、Ｓ１１１の処理を実行するＣＰＵ３
２が「第２認証解除手段」に相当し、Ｓ１２１の処理を実行するＣＰＵ３２が「第３認証
解除手段」に相当する。さらに、図２１に示す監視ＩＤ取得処理のＳ１５３の処理を実行
するＣＰＵ３２が「呼出波送信制御手段」に相当し、Ｓ１５５の処理を実行するＣＰＵ３
２が「監視識別情報変更手段」に相当する。
【０１３５】
10.変形例の説明
　尚、本発明は、以上詳述した実施の形態に限定されるものではなく、種々の変更が可能
である。以下に、本発明を適用する実施の形態の変形例について説明する。まず、本実施
形態では遊技機としてパチンコ機を例に挙げているが、遊技機はパチンコ機に限られず、
パチコン機等の可動部材を設けた入賞装置を持つ各種の遊技機に適用可能である。
【０１３６】
　また、上記実施の形態では、Ｒ／Ｗユニット３０をパチンコ機１の背面に設置している
が、Ｒ／Ｗユニット３０の設置場所はパチンコ機１の背面に限らず、パチンコ機１の上部
や、隣のパチンコ機１との間、球貸し機等のカードサンドの背面、上部等の遊技機設置島
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２００の所定の位置であってもよい。また、１つのＲ／Ｗユニット３０が１つのパチンコ
機１に接続するだけではなく、複数のパチンコ機１を接続して監視してもよい。
【０１３７】
　また、認証部材は上記実施の形態のカードキー９１のようなカード型のものに限らず、
スティック型のものや、その他様々な形状のものであってもよい。また、パチンコ機１の
前面枠１１１や本体枠１１０を開閉する際に使用する鍵１２１を認証部材とし、ＩＣタグ
を埋めこんでもよい。この際には、鍵穴１２０の近傍に認証アンテナ９２を設置する。
【０１３８】
　さらに、カードホルダ９０の形状は上記実施の形態のものに限らず、認証部材の形状に
合わせて認証部材を保持しやすい形状のものとすればよい。また、カードホルダ９０は、
マスタカードキー９１ａ用のもの、シフトカードキー９１ｂ用のものを別体で設けてもよ
い。例えば、マスタカードキー９１ａのように、認証状態を継続するために認証部材が継
続して認識される必要がある認証部材用のカードホルダ９０と、シフトカードキー９１ｂ
のように、認証状態を継続するために認証部材が継続して認識される必要のない認証部材
用のカードホルダ９０とを別体で設ける。そして、認証部材が継続して認識される必要が
ある認証部材用のカードホルダ９０は、認証部材の形状に合わせて認証部材を保持しやす
い形状のものとする。また、認証部材が継続して認識される必要のない認証部材用の場合
には、認証部材を保持する必要がないので、上記実施の形態のカードホルダ９０のような
形状ではなく、認証アンテナ又は認証アンテナを備えた部材をパチンコ機１の前面、球貸
し機等のカードサンドの前面や上部等の所定の位置に設置するようにし、認証部材をかざ
すだけで認証部材を認識できるような形状にしてもよい。
【０１３９】
　また、上記実施の形態では監視タグ８６と監視アンテナ６８、及び、カードキー９１と
認証アンテナ９２との通信は、１３．４５ＭＨｚの短波帯で行われているが、他の周波数
によるものであってもよい。
【０１４０】
　また、上記実施の形態では、認証部材であるカードキー９１の種類をマスタカードキー
９１ａとシフトカードキー９１ｂの２種類としており、認証タグの識別情報が分類される
区分も「１」及び「２」の２つとしているが、区分は２以上あってもよく、それぞれの区
分の認証部材毎に異なる制御を行うようにしてもよい。
【０１４１】
　また、上記実施の形態では、監視基本処理において各監視場所の監視アンテナ６８から
順次呼出波が送信されて、監視場所の監視が行われているが、呼出波を送信するタイミン
グはこのパターンに限らない。例えば、各監視場所毎に時間を決めてその時間間隔で呼出
波を送信したり、予め定めた時間に呼出波を送信したり、遊技球が発射されている間継続
して呼出波を送信したり、遊技球が発射されていない間継続して呼出波を送信したりして
もよい。また、この呼出波送信のパターンは、全ての監視場所について同じである必要は
なく、各監視場所毎に異なるものとしても良い。
【０１４２】
　また、上記実施の形態では、認証状態とした認証部材に備えられている認証タグの識別
情報の分類される区分により、異なる制御を行っている。しかしながら、異なる制御とは
、全ての監視場所を監視をする制御、監視タグ８６への呼出波の送信を行わないことによ
り全ての監視場所を監視をしない制御のみに限らない。監視をしないために、監視タグ８
６への呼出波の送信は行うが、監視タグ８６からの反射波の返送の有無の判断やＩＤコー
ド一致の判断を行わないようにしたり、呼出波の送信や判断は行うが監視情報の記憶は行
わないようにしたりしてもよい。これらの場合には、図２２に示す監視処理のフラグのＳ
２００で行っている「責任者モードの認証状態か？」の判断をＳ２０２の「反射波の返送
あるか？」の判断やＳ２０３の「ＩＤコードは一致しているか？」の判断前で行ったり、
Ｓ２０２：ＮＯ，Ｓ２０３：ＮＯ，Ｓ２０４：ＹＥＳの後で行ったりすればよい。
【０１４３】
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　また、監視を行う、行わないの制御の違いだけでなく、例えば、ある区分に分類されて
いる識別情報の認証タグを備えた認証部材では、所定の監視場所の監視を行わないように
してもよい。また、監視の結果である監視情報を記憶する記憶エリアを異なるものとして
もよい。また、報知を行わないようにしてもよい。また、記憶する監視情報の内容を異な
るものとしてもよい。例えば、ある区分に分類されている識別情報により認証状態となっ
た場合には、監視情報として、異常が発生した日付、時刻、発生場所、異常の内容、監視
タグの識別情報、認証状態としていた認証タグの識別情報を記憶するが、他の区分に分類
されている識別情報により認証状態となった場合には、異常が発生した日付、時刻、発生
場所のみを記憶するというようにしてもよい。
【０１４４】
　また、Ｒ／Ｗユニット３０と通信可能な携帯情報端末や管理端末３００からの指示信号
を受けた場合に、異なる制御を行うようにしてもよい。例えば、管理端末３００において
、認証部材の区分やＩＤコード、その認証部材を所有する係員の氏名を設定することや、
監視場所の追加、削除、変更や監視タイミングの変更を行うこと場合を考える。これらの
設定データが管理端末３００からＲ／Ｗユニット３０へ送信された場合には、Ｒ／Ｗユニ
ット３０では自身が認証状態となっているか否か、認証状態となっている場合にはどの区
分に分類されている識別情報の認証部材で認証状態となっているかにより、設定を行った
り行わなかったり、変更履歴を記憶したり記憶しなかったり、異なる制御を行うようにし
てもよい。尚、携帯情報端末は、周知の携帯型情報端末であるＰＤＡ（Personal Digital
 Assistants）や専用のハンディーターミナルであり、Ｒ／Ｗユニット３０に無線通信回
路を設けて、電波や光や赤外線により無線通信が行われる。または、Ｒ／Ｗユニット３０
に接続したＩＣタグを備え、携帯情報端末にそのＩＣタグと通信可能なＲＦ回路及びアン
テナを設けて、ＲＦＩＤ通信を行うことによりＲ／Ｗユニット３０と携帯情報端末とのデ
ータのやり取りを行ってもよい。
【０１４５】
　また、上記実施の形態では、カードホルダ９０は図４に示したような形状をしているが
、カードホルダ９０の形状はこれに限らず、カードキー９１と通信する認証アンテナ９２
を備えていれば良い。また、ランプ９５もカードホルダ９０に備えられているのではなく
、遊技機設置島等の遊技場内の遊技場係員の目に留まりやすい場所に付けられていても良
い。
【０１４６】
　また、上記実施の形態では、係員モードの認証状態中に発生した異常についても管理端
末３００において作業中画面３５２で報知しているが、認証状態中に発生した異常につい
ては、監視情報を記憶するのみで、報知は行わないようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１４７】
　本発明の遊技機はパチンコ機に限られず、パチコン機、パチスロ機等の各種の遊技機に
適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４８】
【図１】本実施の形態の監視システムの構成図である。
【図２】パチンコ機１の前面枠１１１及び本体枠１１０を開いた状態をパチンコ機１の前
面から見た斜視図である。
【図３】パチンコ機１の背面図である。
【図４】カードキー９１及びカードホルダ９０の斜視図である。
【図５】パチンコ機１及びパチンコ機１に接続したＲ／Ｗユニット３０の電気的構成を示
すブロック図である。
【図６】主基板ボックス８１の斜視図である。
【図７】監視タグ８６の平面図である。
【図８】監視タグ８６の電気的回路構成を示すブロック図である。
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【図９】カードキー９１の電気的構成を示すブロック図である。
【図１０】Ｒ／Ｗユニット３０のＲＡＭ３４の概念図である。
【図１１】ＲＡＭ３４の認証ＩＤ記憶エリア３４１の概念図である。
【図１２】ＲＡＭ３４の認証情報記憶エリア３４３の概念図である。
【図１３】ＲＡＭ３４の監視情報記憶エリア３４４の概念図である。
【図１４】管理端末３００の電気的構成を示すブロック図である。
【図１５】管理端末３００で表示される監視情報閲覧画面３５０のイメージ図である。
【図１６】管理端末３００で表示される異常画面３５１のイメージ図である。
【図１７】管理端末３００で表示される作業中画面３５２のイメージ図である。
【図１８】Ｒ／Ｗ基板３１で実施される監視基本処理のフローチャートである。
【図１９】監視基本処理の中で行われる認証処理のフローチャートである。
【図２０】認証処理の中で行われるカードなし処理のフローチャートである。
【図２１】カードなし処理の中で行われる監視ＩＤ取得処理のフローチャートである。
【図２２】監視基本処理の中で行われる監視処理のフローチャートである。
【図２３】報知処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【０１４９】
　　１　パチンコ機
　３０　Ｒ／Ｗユニット
　３１　Ｒ／Ｗ基板
　３２　ＣＰＵ
　３４　ＲＡＭ
　３５　ＥＥＰＲＯＭ
　３８　ＲＦ回路
　３９　入力ポート
　４１　主基板
　５１　ＣＰＵ
　５４　Ｉ／Ｏインタフェイス
　６８　監視アンテナ
　８１　主基板ボックス
　８６　監視タグ
　９０　カードホルダ
　９１　カードキー
９１ａ　マスタカードキー
９１ｂ　シフトカードキー
　９２　認証アンテナ
　９５　ランプ
１１０　本体枠
１１１　前面枠
１１２　機枠
１５０　店内ネットワーク
３００　管理端末
３１０　ＣＰＵ
３１１　ディスプレイ
３４１　認証ＩＤ記憶エリア
３４２　監視ＩＤ記憶エリア
３４４　監視情報記憶エリア
３８０　ハードディスク装置
３８１　監視情報記憶エリア
３８２　認証ＩＤ情報記憶エリア
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８６１　ＲＦ回路
８６２　アンテナ
８６３　ＥＥＰＲＯＭ
８６４　ＩＣチップ
９１１　ＲＦ回路
９１２　アンテナ
９１３　ＥＥＰＲＯＭ
９１４　ＩＣチップ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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